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むつ市議会第２５０回定例会会議録 第３号

令和３年１２月３日（金曜日）午前１０時開議議事日程 第３号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）４番 東 健 而 議員

（２）14番 濵 田 栄 子 議員

（３）10番 村 中 浩 明 議員

（４）１番 佐 藤 武 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（大瀧次男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（大瀧次男） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（大瀧次男） 本日の会議は議事日程第３号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（大瀧次男） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、東健而議員、濵田栄子議員、村中浩明

議員、佐藤武議員の一般質問を行います。

◎東 健而議員

〇議長（大瀧次男） まず、東健而議員の登壇を求

めます。４番東健而議員。

（４番 東 健而議員登壇）

〇４番（東 健而） おはようございます。市誠ク

ラブの東健而です。

毎回一般質問をしていますが、久しぶりに在任

特例中の議会での教育問題を質問したことを思い

出し、それ以来16年がたちました。市長をはじめ

教育長、理事者側の多くの職員の方々及び議員の

方々も替わりあり、過去にどのような議論があっ

たのか分からなくなっていると思います。人口減

少対策は、そのときから今も続いている最重要課

題だと思います。まずは、合併時からどのような

ことがあったのか、それを振り返りながら、今回

はむつ市教育の現在の諸課題を質問させていただ

きます。

さて、合併直後のむつ市議会第187回定例会で

は、川内地区小学校の統廃合と人口減少等で児童

・生徒の数が次第に少なくなっていたことを踏ま

えて、中高一貫、小中一貫校の導入を提案したこ

とがありました。当時の牧野教育長は、いろいろ

思いを巡らせていたようでありますが、教育は百

年の大計であるということに言及し、明快な行動

計画は示されませんでしたが、今後これらを生か

していきたいとの答弁をいただいたことがありま

す。

川内では、合併時の申し送り事項として、第一

小学校の下に小学校を新築してほしいとの要望が

。 、 、出ていました しかし私は これからの少子化で

子供たちの将来のためには小中一貫校はどうして

も必要だということを訴え、現在の中学校の横に

建築するべきという提言をしたことがあります。

、 、当時の教育委員会に 建築は下の校庭に新築し

完成後は現校舎を取り壊し、そこをグラウンドに

してほしいとの要望があったと旧川内町の同僚議

員から伺っています。建築場所についてどうする

、 。か 行政側では相当議論になっていたと思います

結果的には、小学校を現在の中学校の脇にという

ことで併設が決まり、小中一貫校が実現いたしま

した。以後小学校の体育館が建設され、給食セン

ターが移転されました。次いで、脇野沢地区でも

小中一貫校となりました。

人口減少は当市ばかりではなく、県内や下北半

島全体でも進み、少しずつ一貫校が進められてい

ることは新聞などでご承知のことと思います。行

政側が教育的課題に前向きに取り組んでいただい
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たことで、市民に大変喜んでいただいたことが多

々ありました。

次に、むつ市議会第189回定例会では、教育格

差の問題を取り上げました。当時の杉山市長や牧

、 、野教育長からは 当市が抱える教育問題について

中央では幼児教育や義務教育の初期段階から塾通

いの生徒がいて、優秀な子供が育っている、また

学生にも勉学の環境が整っているので、優秀な人

材がそろうのは当たり前で、そのような環境下に

ない当市の児童・生徒との教育格差問題は、中央

から遠く離れている当市の切実な問題であるとい

うことで、将来に先送りしつつ、丁寧なご説明を

いただいたことを思い出します。当時は在任特例

の65人の議員が下北文化会館に集い、大人数の中

での議会で、初顔の初議会では、その数の多さに

圧倒されたのを覚えています。

また、合併協定の難産を思い出し、とにかく私

はよいか悪いかで判断するのではなく、現状では

これが必要だという観点から質問してきました

が、今思うと、なりふり構わず必死でした。

一方で、当時の人口を見ますと、合併後に提出

された平成17年３月25日の初めての市政だよりに

よる人口は約６万8,072人で、１年で1,300人が減

っているということから、再び教育格差や経済格

差の問題を取り上げました。

現在の人口の推移は、約５万5,000人を切るま

でになっています。平成17年、2005年３月14日か

ら16年経過し、本年12月で約１万3,000人が減少

した計算になります。若者の定着も限られ、多く

が市外へ出ていき、児童・生徒の数も激減してい

ます。今後の教育課題について、以下順を追って

お聞きいたしますので、明快なご答弁を要望して

おきます。

質問の１項目めは、教育の諸課題についてであ

ります。その１点目、小中一貫校への移行時の所

感について 教育長にお伺いいたします 平成17年、 。

、 、合併時 川内ではまだ第二小学校には児童がいて

父兄の猛反対で統合が先送りになっていました。

やがて時が過ぎ、猛反対していた父兄たちが子供

の進級と同時に鳴りを潜め、川内第一小学校、中

学校へ統合になりましたが、統合や合併には父兄

の説得という大変なエネルギーを必要としまし

た。

そんな渦中の中にいて、当時の阿部校長は、父

兄との懇談会や生徒指導に当たっておられまし

た。一貫校への移行は、すぐになったわけではあ

、 、りませんが 阿部校長は大変な苦労をしたものと

ギャラリーとして敬意を表しておりました。

小中単独校から小中一貫校へ移行時、我々が考

えるような、そんなに簡単な移行ではなかったと

思います。父兄の賛成、反対が入り乱れる混乱の

中、収拾に苦心されたと思いますが、そのときの

産みの苦しみを義務教育のトップとしてどのよう

に感じていたのかお伺いいたします。

また、今まで私は地方の教育における将来不安

や教育の崩壊が始まるのではないかなど、いろい

、 。ろな問題を提案し 対策を要望してまいりました

、 、阿部教育長は 教鞭を取ってきた年数が長いので

一貫校での経験や、そうでない小中単独での義務

教育を見てきたと思います。その経験の中で川内

の小中一貫校の校長もしていましたが、移行時に

はどのようなご感想をお持ちでしたでしょうか。

また、どのように子供たちに接し、その活動を見

てきたのかお伺いいたします。

さらにお伺いしますと、現在１学級35人への課

題はあるものの、40人定数になっています。これ

は、ＧＩＧＡ教育などは考えられなかった時代の

ものであります。子供の数は激減しつつあるもの

、 、の 一貫校といっても法の40人学級には変化なく

複式など特例の数での授業が行われていますが、

まずこの児童・生徒が激減した状況で行われてい

る教育の現状をどのようにお考えでしょうか。
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また、一貫校でなく小学校は小学校で、中学校

は中学校で単独での教育をしていたときがありま

したが、両方を教師の立場から見た場合の利点や

欠点についてはどのようなお考えをお持ちでした

でしょうか。

２点目、教育格差の問題についてであります。

デジタル社会になって、教育の方法が非常に難し

くなっています。このままでは勉強についていけ

ない子供が出て、教育格差が広がるのではないか

と最近の父兄の間から聞かれるようになりまし

た。パソコンや端末を操作しなければならなくな

った教育について、ＧＩＧＡ教育とは縁がなく育

った父兄に、教育に不安を持つ方が出てきていま

す。私も含めてメカに弱い父兄は、ＧＩＧＡ教育

という子供たちの指導方法についていけず、子供

は将来人を敬ったり思いやりの心がなくなり、何

でも機械的に物事を考える大人になりはしないか

と心配しています。

デジタル社会になった今の教育方法の今後につ

いて、格差が増大しないかどうか、教育長はこの

問題をどう捉えているかお伺いいたします。

３点目、人口減少の課題についてであります。

現在保育園や幼稚園などの幼児教育と高等学校以

上の子供たちや生徒たちは、学びやを自由に選択

できるようになっています。幼児については、今

のところ地域地域で教育がなされているようです

が、義務教育を終えた中学校の生徒の進路につい

ては、自由に選択できるようになっています。大

湊高校、田名部高校、むつ工業高校、また希望す

れば青森市や八戸市、弘前市などの有名校へ進学

できるわけですが、今年閉校になりました大湊高

校川内校舎について、繰り返しになりますが、以

前私は川内中学校と川内高校を一貫校にしてはど

うかと提案したことがございました。そのとき牧

野教育長は、高校は県立で県の方針もあり、義務

教育は市の管轄で、高校との共存は制度が違うの

で、ここでは今のところ難しいとおっしゃってお

りました。そのとき私は、中高一貫校になれば、

中学校の生徒が自動的に川内高校へ入学すること

になると考えており、急激に生徒が減ることがな

いだろうと考えておりました。

管轄や制度は違いますが、そのときこれが実現

していれば、今年の高校の閉校はまだまだ先に延

びていたのではと、今も残念に考えています。し

かし、時が過ぎて、次第に川内高校の生徒の数が

少なくなってくると、中学校の卒業生は仲間の多

くいるところで勉学に励むことにより、より広い

視野に立ち、学問を学ぶことができ、クラブ活動

も大勢の生徒の中で自由に選択できるということ

で、大湊高校や田名部高校、むつ工業高校などの

他校へと進学するようになりました。川内校舎で

は、生徒の数が少なくなり、これが年々進み、今

年の３月２日は11人の卒業生になり、とうとう３

月31日に閉校になってしまいました。進学校を自

由に選ばせるのであれば、このような思いもよら

ぬデメリットを共有しています。本当に寂しい限

りであります。

また、人口減少問題ですが、これに関し、令和

４年度予算編成方針依命通達の中に、むつ市人口

ビジョンの改定版の説明があります。それにより

ますと、合併後の平成17年10月１日実施した国勢

調査の６万4,052人から令和２年10月１日の５万

4,122人（速報値）と、15年間で9,930人、率にし

て18.3％も減少しており、全国の減少率12.1％を

大きく上回る速さで人口減少が進んでいると書か

れています。

むつ市人口ビジョン改定版では、25年後の令和

27年には３万7,851人になり、現在より約１万

6,000人減少する見込みとなっていると書かれて

います。私の示した人口割合と少し違いがありま

すが、私が心配しているのは、将来学童の数が少

なくなり、やがてお年寄りだけになり、限界集落
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となっていきます。最後には廃村になっていくこ

とは、自明の理であります。教育の崩壊は、先の

ことではありません。教育長は、長年教育の現場

に携わってこられましたが、この生徒の減少課題

について、今どのようなご認識をお持ちでしょう

か。

４点目、教育の平等性と機会均等についてであ

ります。３年前になりますが、川内高校ではまさ

に現在のような大湊高校の校舎化で、高校の再編

に絡んだ問題が起こっていましたが、人口減少は

現在もどうにもならない速さで進んでいるように

思います。

川内の義務教育課程の学校編制と一貫校の導入

について牧野教育長は、教育はまさに百年の大計

であるゆえんだとおっしゃっておりました。行政

側では、利便性と小中学校の生徒が合同で勉強す

ることで、低学年の子供たちに対する思いやりの

心が生じ、大変有意義に教育を推進できると判断

されたのだと思います。小学校も全て第一小学校

に統合され、小中合同の体育祭が始まったときに

は、小中の総数で300人近い生徒がおり、我が川

内町にはまだこんなに児童・生徒がいるのだと大

変喜んだものであります。

私は、教育の機会均等についても質問したこと

がありました。その当時と現在では、公立義務教

育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律の改定が行われ、事情が相当違ってきてい

ると思います。教育に格差が生じていないか、教

育の平等性と機会均等は守られているのか。現在

の状況について、教育長はどのようなご見解をお

持ちかお伺いいたします。

５点目、小中学校等の教職員の定数と配置状況

についてであります。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第31条、公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律、同法

施行令及び小学校や中学校の設置基準、省令等の

規定によって、配置される教職員は、児童・生徒

数によって左右されますが、県費負担教職員の数

は青森県の予算にも左右されていて、実際の教職

員の配置の状況の把握は困難でしょうが、現況の

配置状況をまず教育長にお答え願います。

さらに 人口減少が予測される５年 10年 25年、 、 、

後の推計に基づく学級数、教職員等の配置の状況

が推計されているとすれば、その概要をお知らせ

いただきたいと思います。

６点目、ＩＣＴ活用による市内全域の教育の共

有化についてであります。ＩＣＴ教育とは、イン

ターネットやタブレット、スマホなどの情報通信

技術を使って様々なものへ取り組む教育のこと

で、ネットを使って自分の分からないことを調べ

たり、プロジェクターで図表を投影拡大（プロジ

ェクションマッピングと言いますが）したり、電

子黒板に計算問題を提示、課題を書き込みながら

問題の解き方を考えたり、また生徒がタブレット

で作った発表資料を一瞬でクラス全員の端末で共

有するなど、私たちの時代には全く考えられなか

った教育活動がＩＣＴの利用で可能になってきて

います。

現在の教育でも、これに沿った教育が行われて

いるものと思いますが、導入から２年が経過して

います。優秀な人材を育てるためには、取組を強

化する必要があります。当市の各小中学校のデジ

タル教育への取組は現在どのようになっているの

か。また、市内全域の教育の共有化にどのように

対応しているのかお伺いいたします。

７点目、オンライン授業とタブレット端末の持

ち帰りについてであります。タブレット端末を家

に持ち帰ることができれば、子供たちはゲーム感

。 、覚でタブレットに親しむことができます 端末は

生徒が自宅に持ち帰ることができるのか。コロナ

禍の中で、自宅との交信によるオンライン授業へ

の取組は現在どのように指導し、考えられている
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のかお伺いいたします。

次に、２項目め、市の将来構想についてであり

ます。新型コロナウイルスの影響は鎮静化しつつ

ありますが、夢も希望も感じられない空白の時期

が過ぎようとしている今、これからの日本の行方

が気になる社会状況になりました。私は、この状

況を打開するためには今何が必要かという観点か

、 。ら 市民とともに夢を追ってみたいと考えました

私は、過去に津軽海峡軸構想やクリスタルバレ

イ構想など、市の活性化には夢を与える必要があ

ると考えていろいろと将来構想を提案してきた経

緯があります。また、想像の世界を市民の皆さん

とともに歩いてみたいと考え、久しぶりにむつ市

の将来構想を新たに提案、実現に向けた取組がで

きるか、質問として取り上げました。市長の対応

をお伺いいたします。

質問は、市の将来像についてでありますが、日

本で今、政府が半導体産業育成のために、１兆円

規模の基金を設置する構想を打ち出しました。市

の将来のために、市の取るべき道として、これに

便乗するのも一つの手ではないかと思います。

今我が国は、コロナ禍と半導体不足で経済が停

滞、低迷している状態です。先月テレビを見てい

ると、政府がＴＳＭＣという台湾の半導体企業を

熊本県に誘致し、4,000億円を拠出するというニ

ュースが流れたのは市長もご承知のことと思いま

す どうして日本企業でなく国外の企業に4,000億。

円もの資金を融資し、日本に誘致しなければなら

ないのか分かりませんが 今後我が国でも6,000億、

円の半導体産業が動き出すと思います。これにア

タックしてみてはどうかと考えました。

今世界経済は、原油の値上がり、消費者物価の

値上がりでインフレの圧力が高まっています。日

本の株価が円安になり、輸出には追い風ですが、

輸入には向かい風となっています。これが油や穀

物などの輸入価格の上昇につながり、消費者物価

の上昇で消費者はますます苦しい生活を強いられ

ていくような気がします。

そこで、外国へ行っていた日本の産業を呼び戻

すチャンスと捉えるべきと考えます。自動車や白

物家電、食料や洗剤、トイレットペーパーなど、

商品や部品の多くが外国で作られています。輸入

に頼っていた全てのものが、入荷が遅れ、割高に

なっています。今まで人件費や物の調達コストが

安く、日本の多くのメーカー各社が外国へ出て物

を作っているので、現状ではサプライチェーンを

利用するしかありませんでしたが、その輪が日本

にできれば、日本企業の多くが距離的に近く、効

率的に迅速にものづくりができます。利用者の要

求に応えることが可能になり、サイクルが麻痺し

た場合でも随時応急処理ができるようになりま

す。つまり調達の持ち時間が大幅に短縮できるよ

うになります。

11月24日の夜のニュースですが、萩生田経済産

業大臣が台湾の半導体工場誘致の現場を視察して

いましたが、全く何もない原野のようなところを

訪れていました。政府は、デジタル社会への移行

の遅れと半導体不足への影響を取り戻そうと非常

に焦っているように感じます。台湾の企業誘致は

その一環だと思います。その解決策をこの下北半

島へも求め、むつ市全体への工場を誘致、展開し

てもらうような働きかける構想はいかがでしょう

か。

まず、当市の大畑は津軽海峡に面し、海上輸送

で日本のどこからでも陸揚げから配送までスピー

ドアップができるようになると思います。また、

川内は広大な土地を有しています。むつ市内の多

くの土地に半導体や関連する工場を誘致し、国内

のサプライチェーンによる流通を構築できないも

のでしょうか。これが可能になれば、自然に道路

事情も解決され、これからの子供たちの雇用も確

保され、若者たちの定着が夢ではありません。夢
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、 、物語のように思いますが あらゆる方法を駆使し

これからのむつ市の将来に明るい話題を提供でき

ればと、この構想を考えた次第であります。さら

にこれが軌道に乗れば、対岸の津軽の土地も入り

用になり、やがて津軽と下北の交流が国民の要望

につながり、津軽大橋、平舘大橋でありますが、

この架橋が夢でなくなります。市民を迷路から抜

け出させる、今がその絶好のチャンスと捉え、市

長に行動を起こしていただきたいと思います。

市長は若いし、行動力もあります。市民は市長

の今後の力量に期待しています。この機会を逃さ

ず、トップセールスを展開していただきたいと思

いますが、この構想について、市長はどのように

お考えでしょうか。

これで、壇上からの質問といたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。東議

員のご質問にお答えいたします。

市の将来構想についてのご質問についてであり

ますが、市ではむつ市総合経営計画にある「新た

な産業の創出」に基づき、地域の特性である豊か

な自然、広大な土地の利活用及びエネルギー産業

の集積などの優位性を生かし、企業誘致に取り組

んでいるところであります。誘致企業の立地は、

雇用機会が創出され、人口の減少及び若者の流出

を防ぐとともに、地域経済の活性化にも資するも

のと考えております。

市といたしましても、高付加価値型の先端産業

や社会ニーズの広がりに対応したサービスなど、

地域に貢献する新たな産業群を創出し、持続性の

ある安定した経済成長を実現していく必要がある

と認識しています。そのため、誘致企業へのイン

センティブとして各種の優遇制度を設け、企業の

ニーズに真摯に対応してきたことに加え、私自身

がトップセールスとしてあらゆる機会を捉え、様

々な企業に働きかけてまいりました。さらには、

全国に先駆けた施策を発信し、当市のプロモーシ

ョンにも努めてきたところであります。

この結果、現在も当市への新規事業所開設につ

いて、複数の企業から問合せがあり、立地に向け

て具体的な協議を進めております。

今後も私が先頭に立ち 「笑顔かがやく 希望、

のまち むつ」の実現に向けて積極的に企業誘致

を推進してまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 東議員のご質問にお答えい

たします。

教育の諸課題についてのご質問の１点目、小中

一貫校への移行時の所感についてでありますが、

学校教育には成長過程に応じた指導が求められま

す。そのため、入学前にどのような指導が行われ

てきたのか、卒業後にどのような力が求められる

のか、こうしたことを知らなければ、適切な指導

を行うことはできません。この意味において、当

時から小中学校が互いの指導と子供の成長過程を

目の当たりに見ることができる小中一貫教育は、

大きな教育的価値を有するものであると考えてお

りました。

川内小・中学校では、校舎一体型、小中一貫教

育へ移行する以前から合同行事やＰＴＡ活動の連

携に取り組んでいたこともあり、そして何よりも

異年齢集団活動等で学ぶ中で、大きく成長する子

供たちの姿と、その心からの笑顔を力として、円

滑かつ効果的な移行を果たすことができたことを

うれしく思っておりました。

一方で、課題としては、小学校６年生に最上級

生としての自覚と成長をもたらす配慮、そして小

中両校間の打合せの時間確保や授業開始時刻の設

定に工夫が求められること等がございました。
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次に、児童・生徒が減少している状況の中で行

われている教育の現状についてでありますが、小

規模での教育は、児童・生徒との距離が近いこと

から、寄り添った指導を心がけていく必要がある

ものと考えております。

次に、ご質問の２点目、教育格差の問題につい

てお答えいたします。日常の授業においては、こ

れまでと同様、教科書を使用した学習を基本とし

ながら、学習する内容によってはタブレット端末

を用いて調べ学習をするなど、児童・生徒の学び

が深まるように工夫して取り組んでおります。

タブレット端末の活用に当たっては、授業の始

めから終わりまで時間いっぱい使用するというも

のではなく、授業の中で指導の効果が高まると考

えられる場面において指導するものと捉えており

ます。

また、タブレット端末の使い方について、教員

による支援のほか、子供同士で教え合いながら学

んでいます。児童・生徒の習熟は大変速く、習熟

の程度によって学びに差が生ずることはないもの

と考えております。

次に、ご質問の３点目、人口減少の課題につい

てお答えいたします。今般の青森県立高等学校教

育改革推進計画第２期実施計画において青森県教

、 、育委員会は 地域の人口減少という要因を踏まえ

大湊高等学校とむつ工業高等学校の統合という決

定に至りました。学校の在り方は、単純に生徒数

の減少のみで考慮されるものではなく、子供たち

の未来と地域住民の方々の思いが重要であると認

識しております。これらを踏まえながら、学校教

育をどう維持、充実していくかを考える必要があ

るものと認識しております。

次に、ご質問の４点目、教育の平等性と機会均

等についてお答えいたします。現在本市では、９

つの中学校ブロックによる小中一貫教育を推進

し、小学校と中学校が連携した形での学校活動を

継続していくこととしております。市全体が同じ

目的の下で学校教育を推進することで、在籍数の

少ない学校においても、学習面や行事等に格差が

生じないような教育活動の工夫と実践を行ってお

ります。何とぞご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の５点目、小中学校の教職員の定

数と配置状況についてのご質問につきましては、

教育部長からの答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の６点目、ＩＣＴ活用による市内

全域の教育の共有化についてお答えいたします。

市内の各小中学校では、タブレット端末を使用し

た学習としてインターネットを活用した調べ学習

のほか、タブレット上でクラス全員の考えを共有

したり発表場面で使用したりする等、効果的な活

用に努めております。

、 、また 全ての小中学校で活用できる教材として

小学校には算数、中学校には英語のデジタル教材

を配備し、児童・生徒が自らの理解度に応じて問

題練習に取り組むことができるよう環境整備を図

っております。

この教材は、学びの記録が自動で保存され、転

学等で学校が替わっても、それまでの学びを継続

することが可能となっております。

教育委員会では、市内全小中学校でのデジタル

教育を進めるに当たり、教員が授業で活用できる

よう研修会を開催する等、指導力の向上及び教育

の共有化に努めておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

次に、ご質問の７点目、オンライン授業とタブ

レット端末の持ち帰りについてお答えいたしま

す。当市におけるタブレット端末の使用について

は、今のところ学校内における授業での活用が中

心となっております。タブレット端末を持ち帰っ

てのオンライン授業や自宅学習につきましては、

家庭の通信状況、破損や紛失等のリスク、さらに

は家庭での使用に伴うセキュリティー等の課題が



- 74 -

考えられますほか、昨今では教員の目の届かない

ところにおいて、配付されたタブレットによりＳ

ＮＳ等でのトラブルが発生し、これを起因とした

いじめも新たに浮上しております。したがいまし

て、これらの課題の解決方法について検討の上、

対応してまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） 東議員の教育の諸課題に

ついてのご質問の５点目、小中学校の教職員の定

数と配置状況についてお答えいたします。

市内の小中学校の県費負担教職員は、今年度当

初において、加配等による教職員を含め409名が

市内の小中学校に配置されております。また、現

行の教職員配置基準等に基づいた推計によります

と、小中学校の通常学級数は、５年後の令和８年

度には15学級の減、10年後の令和13年度には、さ

らに14学級の減が見込まれております。

同様に、小中学校の県費負担教職員数は、児童

・生徒数及び学級数の減に伴い、５年後の令和８

年度には20名の減、10年後の令和13年度には、さ

らに22名の減が見込まれております。

一方、25年後の状況につきましては、現時点に

おいて、その時点で就学予定の児童・生徒の出生

数を把握できないことから推計するに至りません

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） ありがとうございました。私

は、質問するに当たりまして、最近留意している

。 、 、 、ことがあります それは 再質問 再々質問など

質問項目の中にそれを取り入れ、なるべく再答弁

を減らすように心がけています。それは、新人の

議員の皆さんと違いまして、私はだんだん年数が

重なってきていますので、なるたけエネルギーを

減らすためのものであります。今回も煩わしさを

避けるため、再質問はやめようと考えていました

が、少し気になることがありましたので、質問さ

せていただきます。

再び教育の諸課題についてでありますが、児童

・生徒の人口減少に歯止めがかからない現状に危

機感を感じまして、この問題を取り上げたわけで

ありますが、令和に入って川内の入学者は３年前

の令和元年には10人、昨年は８人、今年はちょっ

と多くなって17人の入学者がありました。市部で

は、子供たちの数はさほど変化がないように思い

ますが、しかし市内全体の子供の数を計算してい

くと、この減少傾向ははっきりと明示されると思

。 、 、います この解決方法として 若者たちの定着と

今教育を受けている子供たちの定着、その方法を

考えなければなりません。そのためには、幼児か

ら定着に結びつけたい教育の充実であります。

繰り返しますが、教育だけは百年の大計を考え

て進める必要があると思います。そこで、ささい

なことですが、子供たちの学びに能力差を生じさ

せないため、理解力の平準化が必要ですので、前

段に引き続き再質問させていただきます。

その１点目ですが、誰も取り残さない学びの実

現についてという課題であります。むつ市議会第

、248回定例会で佐賀議員から質問がありましたが

ＧＩＧＡスクール構想で令和４年度末までに全て

の児童・生徒にタブレット端末のネットワーク環

境が整備されるとのご答弁がありました。また、

10月14日の決算審査特別委員会でも、全ての児童

・生徒に導入されるとの答弁がありましたが、私

はもう少し早く導入されることが望ましいと考え

ておりました。

、 。しかし このことで少し心配なことがあります

教員の指導の仕方もそうですが、子供たちはのみ

込みが速く、ゲーム機などに親しんでいる子供た

ちは、驚くほど操作能力にたけていますが、そう

でない子供たちもおります。ここで理解力に差が

開く心配があります。これをどのように見守り、
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平準化していくのか。誰も取り残さない学びの実

現が教育の基本であります。これが順当に進めら

れていくには、関連的な相当な労力を必要としま

、 、すが ついていけなくなった子供たちに寄り添い

教育水準を同程度まで高めていくためにはどのよ

うな方法を考えているかお伺いいたします。

次に、２点目ですが、停電や通信障害などの危

機管理についてであります。ＩＣＴ教育とは何ぞ

やと思って、初めにインターネットを調べてみま

した。それによると、デジタル機器やＩＴテクノ

ロジーを教育の現場に導入して、従来のアナログ

教育以上の効果を引き出す教育方法であると説明

されています。また、アクセシビリティーとは何

。 、かということもついでに調べてみました これは

アクセスのしやすさと利用のしやすさという意味

でありますが、ここに教育委員会の役目として、

教育現場の端末を管理することとありました。

令和２年度の主要施策の実績報告書の中に、Ｇ

ＩＧＡスクール構想に向けて高速大容量の校内通

信ネットワークを整備したとあります。この中に

は、小学校12校と中学校９校、むつ市本庁舎に高

速大容量の通信ネットワーク、Ｗi―Ｆiを整備し

たことが書かれています。端末と通信ネットワー

クの整備は大変ありがたいことですが、義務教育

課程では子供たちの理解を高める対策が取られて

いると思います。また、利用の仕方の指導方法に

ついても同じだと思いますが、情報活動のスキル

を磨く対策や端末の操作能力育成が今の教育には

必要不可欠ですが、もし万が一デジタルの教育課

程で突然ウイルスがサーバーに入り込んだり、停

電や通信障害など児童・生徒の端末に不具合が生

じた場合の危機管理について、教育委員会ではど

のような対処方法を考えているのかお伺いいたし

ます。

２点、以上です。よろしくお願いいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（ ） 。〇教育長 阿部謙一 ご質問にお答えいたします

タブレット端末の導入に伴い、これまで以上に

教員が授業等でＩＣＴを活用することが大切であ

ると考えております。今後も教員を対象とした講

座を開催し、学校を訪問して研修会を開催したり

するなど、教員の指導力の向上に努めてまいりま

す。

あわせて、児童・生徒の個に応じた指導の充実

にさらに努め、誰も取り残さない学びが現実のも

のとなるよう支援してまいりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） ご質問にお答えいたしま

す。

停電や通信障害などの危機管理についてという

ことでございますけれども、タブレット端末には

外部からの不正侵入を防止するファイアウオール

機能のほか、有害なサイトへの接続を防止する機

能等も備えており、ウイルスへの対策が取られて

おります。

また、停電や通信障害等が発生した場合ですけ

れども、端末自体はバッテリーによる駆動でござ

、 、いまして データはクラウド管理であることから

停電や通信障害等の場合においても、データの全

てが消えるといった不具合は発生しないものと認

識してございます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） ありがとうございました。

教育の問題でございますが、これからの教育行

政は大変な時代を迎えます。再質問はこれ以上あ

りませんけれども、教育長には子供たちの将来に

向けて揺るぎないご尽力をお願いしておきたいと

思います。

それから、将来構想についてでございますけれ

ども、市長は何か夢を持っておられますでしょう
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か。そこら辺をお聞きいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 夢はたくさんあります。構

想という部分でいけばというか、まずそもそも今

のむつ市政、これまで私が一貫して取り組んでき

たのは、どういう構想を持っていたかというと、

やはり国の成長に合わせてむつ市が成長する姿と

いうものをどう、いかに実現するかということだ

ったと思います、振り返ってみても。例えば大き

な話題でいくと、地方創生ということがありまし

た。地方が東京一極集中から脱して、それぞれが

個性を生かした行政を展開するということの中で

始まった地方創生でありましたが、むつ市はあり

とあらゆるメニューを実現し、今に至っておりま

す。次は、またデジタル田園都市国家構想という

ものがありますので、恐らくこれもむつ市は手を

挙げて、どこよりも速くデジタル化を進め、誰も

取り残さない形で豊かで便利な社会を目指してい

くことになるというふうに思っています。

その先の夢ということについては、これは私自

身は子供たちとの関係でもよく言うのですが、市

民の皆様の夢をかなえるのが私自身の仕事だとい

うふうに思っていますので、より一層市民の皆様

の声に耳を傾け、その夢を形にできるようこれか

らも取り組んでまいりたいと考えてございます。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） ありがとうございました。こ

の市長への質問は、私はやるつもりはなかったの

ですけれども、ちょっと時間がありましたので、

伺わせていただきました。

市長はまだ若いので、これから子供たちといっ

ぱい話し合う機会も出てくると思います。市長の

将来に期待しまして、これで一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。

〇議長（大瀧次男） これで、東健而議員の質問を

終わります。

ここで、午前11時まで暫時休憩いたします。

午前１０時４９分 休憩

午前１１時００分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎濵田栄子議員

〇議長（大瀧次男） 次は、濵田栄子議員の登壇を

求めます。14番濵田栄子議員。

（14番 濵田栄子議員登壇）

〇14番（濵田栄子） むつ市議会第250回定例会に

おきまして、一般質問いたします。自民クラブ、

濵田栄子です。よろしくお願いいたします。

今議会においては、８月９日から10日にかけて

発生したむつ市・風間浦村豪雨災害の検証につい

てお伺いいたします。これまで同僚議員が様々な

観点で質問いたしましたが、私も自分の観点から

質問させていただきます。

むつ市・風間浦村豪雨災害の検証については、

災害発生から４か月を迎えようとしていますが、

被災された皆様お一人お一人が、一日でも早く日

常の生活を取り戻すことができますよう願ってお

ります。また、地元をはじめとし、全国から寄せ

られましたご支援に対しましても、改めまして感

謝を申し上げます。本当にありがとうございまし

た。

災害発生直後は、家屋の全半壊を引き起こし、

産業に大打撃を与えたこれだけの大規模な災害に

もかかわらず、地域の皆様に大きなけがもなく、

被災された方々全員の命が守られたことに対し、

少し安堵した気持ちがありましたが、今時間を置

いて考えるとき、この大規模災害において、誰一

人取り残すことなく命が守られたことは奇跡では

ないかと考えるようになりました。しっかりと検
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証し、市民全体で命を守る行動を共有し、今後予

想される災害に備えるべきと思い、４点について

質問いたします。

質問の１点目は、全員の命が守られた避難の初

。 、動体制はどうであったのか 国道279号沿い赤川

木野部地区、県道薬研佐井線沿い高橋川、小目名

地区、そして大畑地区市街地の３地区に分けてお

知らせください。

２点目の避難所の運営で改善すべき点について

お伺いいたします。特に赤川地区においては、避

難所生活が10日以上も続き、不安と恐怖心から心

身ともに厳しい日々であったろうと想像いたして

おります。避難所運営で、今後改善すべき点があ

りましたらお知らせください。

３点目の災害を引き起こした様々な要因につい

てお伺いいたします。１番の要因は、線状降水帯

の発生により、８月９日から10日にかけて24時間

で350ミリ以上の豪雨が発生したことによるもの

と考えられますが、その他考えられる要因につい

て、把握しておりましたらお伺いいたします。

４点目は、建設関係の事業者さんは、年度内完

了事業に加えて災害復興事業も同時に進行という

厳しい労働状況にあると考えておりますが、復興

事業完了後は、様々な角度から減災対策の提案も

必要ではないかと考えられます。現時点で今後考

えられる減災対策についてお伺いいたします。

以上、１項目４点について壇上からの質問とい

たします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 濵田議員のご質問にお答え

いたします。

まずご質問の１点目、避難の初動体制について

でありますが、災害発生時の住民の避難行動とい

たしましては、被害の最も大きかった赤川地区で

は、付近住民がお互いに声を掛け合い、赤川地区

公民館の駐車場にまとまって一次避難した後、高

台にある赤川八幡宮への避難と住宅二階への垂直

避難をそれぞれ選択し、素早く実行したことで、

甚大な被害を受けたにもかかわらず、人的被害は

ありませんでした。この事例は、事前避難の好事

例として、市から県を通じて国土交通省に報告し

ております。

また、小目名地区及び高橋川地区でも付近住民

がお互いに声を掛け合って避難し、市街地におき

、 、ましても 同様に共助による避難がなされており

湯坂下地区では消防団員の協力を得て、ゴムボー

トでの避難も行われました。

市の初動対応といたしましては、大雨洪水警報

発表後、直ちに防災担当職員が登庁し、青森地方

気象台とのホットラインで気象情報を確認すると

ともに、関係機関から情報収集等を行い、降雨の

状況、気象庁等が発する情報や市内の河川の状況

等を把握した上で、夜が明けて周囲を確認できる

時間帯に避難指示等を発令し、避難所を開設いた

しました。

各所属におきましては、年度当初に作成する緊

急連絡網や災害時の所掌事務及び初動対応等を示

す災害時対応マニュアルに基づき災害対策要員が

登庁し、災害対策本部を設置、全庁挙げて対処い

たしました。

次に、ご質問の２点目、避難所の運営で改善す

べき点についてお答えいたします。８月10日の避

難指示等発令とともに４か所の避難所を開設し、

８月11日閉鎖、８月17日から19日までは大雨の気

象予報により２か所の避難所を開設、８月12日か

らは赤川地区の方々が下北自然の家に移動し、９

月28日までの長期にわたり避難所生活をされまし

た。

８月10日から８月11日までの避難所運営では、

、 、市の備蓄食料を提供し ８月17日から19日までは

市の備蓄食料と店舗から購入した弁当を提供、８
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月12日からの下北自然の家への食事提供の大部分

、 、は 店舗から弁当等を購入し提供させていただき

18日からは下北自然の家に委託し、調理を開始、

温かい食事を提供させていただきました。

また、９月28日までの避難所運営では、赤川地

区の皆様を対象に相談窓口を設置し、ご意見やご

要望等をお聞きし、それに基づき生活の支援等を

行いながら、現在も引き続き復旧復興に向け対応

しているところでございます。

そのような中で、自宅の被害により、避難後に

下着等の替えがないことや、避難した際にぬれた

服装のまま避難生活をし大変だったという声もあ

ったことから、避難初動時の運営や、長期化する

避難生活における女性や高齢者等が必要とする物

品の備蓄等を進めるほか、今回の災害における避

難所運営の中で浮き彫りとなった課題等につきま

しては、研修や訓練等を通して改善を図り、今後

の避難所運営に反映させてまいります。

次に、ご質問の３点目、災害を引き起こした様

々な要因につきましては、担当部長からの答弁と

させていただきます。

次に、ご質問の４点目、今後考えられる減災対

策についてお答えいたします。まず私は、本災害

が発生後、直ちに被災場所に行き、その爪跡を目

の当たりにし、自然の驚異と被害の大きさに愕然

といたしました。同時に、防災・減災対策を速や

かに強化する必要性を改めて強く感じています。

自然災害から市民の皆様の命と財産を守るため

に、そして安心安全な生活をするために、まずは

重要なインフラを所管する国・県に対し、一日も

早い災害の復旧復興、併せて減災対策を求めてま

いりました。特に防災避難道の整備として、国道

279号の整備促進につきましては、最重点要望と

しております。

市におきましても、今回の災害を教訓に、災害

が発生しても被害を最小限に抑えるふだんからの

備えを充実させ、安全なまちづくりに取り組んで

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） ご質問の３点目、災害を

引き起こした様々な要因についてお答えいたしま

す。

、 、まずは 線状降水帯のような雨雲の発生により

８月９日からの24時間降水量は、むつ市大畑町で

356ミリを記録し、当市の８月一月の降水量の２

倍、年間降水量の約３割が１日の間に降ったこと

が最も大きな要因と考えております。

、 、また 弘前大学の鄒教授等の調査によりますと

風間浦村を含めた斜面崩壊が301か所あり、小赤

川の上流にも多くの斜面崩壊が生じ、多量の土砂

や流木が小赤川河口付近まで流出、これが橋りょ

うを閉塞し、渓流外への氾濫を助長して人家まで

到達し、その結果全壊９件、大規模半壊３件、中

規模半壊１件、半壊３件の甚大な被害が発生いた

しました。

大畑地区市街地におきましては、満潮時と重な

ったことにより、大畑川への排水がなされず、内

水氾濫が発生したことが要因と考えております。

〇議長（大瀧次男） 14番。

〇14番（濵田栄子） それでは、何点か再質問させ

ていただきます。

まず、避難所の運営として、皆さんが最初に行

動を起こしたということは、やはり地域のコミュ

ニティーがふだんからしっかりしていたのではな

いかなと。絆ですよね。コミュニティーの結束力

が誰一人として取り残さなかった、命を守り切れ

たということではないかなと思っております。

先ほど赤川地区では、まずは公民館の駐車場、

そしてその次は神社というふうに避難されたと。

その後落ち着いて、下北自然の家のほうに避難所

を開設されたことによって移動したということで
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すけれども、赤川地区においては、特に流木、小

赤川の流木は、広報紙等によって皆さんよくご存

じと思います。その流木が、一括した形になるか

もしれませんが、一番は土砂災害、集中豪雨によ

る土砂災害ですけれども、それと一緒に流木が発

生したということ。当初は赤川地区、通行止めに

なりましたので、私は木野部のほうの海岸を見て

きました。そうしたら、その流木には根のついた

もの、根こそぎ雨によって掘り起こされて流木と

して発生したもの、また根のないものもあります

し、太いもの、細いもの、様々な形で発生してお

りました。ということは、今後そういったものの

発生の原因究明というのもお願いしたいところで

ございます。森林の状況がどうであるかというこ

とも、６月定例会でしたか、私質問したときに、

ドローン等で調査しているということもありまし

たけれども、その辺のところに対しては、また後

で質問しますけれども。

今回は、流木によって地域がもうこれだけ傷め

られたのですけれども、それでもその流木を活用

して、何とか地域の誇りを取り戻したいというこ

とで、旧大畑町のときに神社仏閣、そういったも

のの説明看板、由緒等、名所等にあります。そう

いった が今見えにくくなっています、20年以

上たって。そういったものを流木を活用して

ができないかということでお伺い

いたします。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

まず、流木の活用につきましては、市では木野

部漁港海岸に漂着した流木は一般公募し、無償で

配布する取組を行っております。また、県におき

ましても、回収した流木を当市と協議の上、青森

県森林組合連合会等に無償で提供することとして

おり、その後は一般公募するとお伺いしておりま

す。このような対応により、流木の有効活用に努

めているところでございます。

また、この流木につきましては、川の上流部か

ら転がり、いろんなところに追突を繰り返しなが

ら流れてきたものでありまして、実際にはひびと

か割れとかが生じているものがほとんどと聞いて

、 、おりまして 製材として活用できるものは少なく

主な用途としては木質チップですとか、まきです

とか、肥料となるとお伺いしております。

そういうこともありますことから、今後市の構

築物、施設等にこういう流木を使うということに

つきましては、その必要性、可能性について今後

研究してまいりたいと考えております。

〇議長（大瀧次男） 14番。

（ ） 、〇14番 濵田栄子 木は山から下りてきますので

やっぱりどんなときでも傷ついたり、土にまみれ

たりしてくると思います。ですので、またその

については、それほど太い木は使わなくて

も、柱も10センチちょっとあれば両側ができるよ

うな、そういった になっておりまして、

その活用についても考えていただきたいなと思っ

ております。

やはり世界の国々が揺れる中で、日本の……

（ ） 。〇議長 大瀧次男 濵田栄子議員に申し上げます

通告した事項との関連性を明確にして再質問す

るようにしてください。

〇14番（濵田栄子） はい、分かりました。

やはり日本の国が様々な困難にありながらも、

大きな災害がありながらも、暴動や略奪もなく冷

静な行動が取れるというのは、やはり日本古来の

やおよろずの神々とか、自然の恵みに感謝するこ

とといった、また亡くなった方に対して丁寧な法

要を行うといった、今生きている命を大切にする

といった、そういうような先人たちの思いが延々

と引き継がれてきていると思われるのです。そう

いうことから考えますと、やはり我々はそういっ

た心も次の時代へ引き継ぐ必要があろうと思いま
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す。そういった意味で、今被害を受けた流木を使

って逆転の発想で地域の誇りを取り戻したいとい

う意味で再質問してみました。

これは、かつて大畑の教育委員会が立てたもの

です。それぞれの神社仏閣の名称がたくさん説明

に書かれております。歴史を学ぶ教育的役割も果

たしていきますし、地域を大切に思う心も、そこ

に含まれていると思います。というので、検討し

ていきますということでしたが、様々な観点から

検討していただきたいと思います。

それでは、次に２点目、今回の水害は支流の氾

濫であったと思います。高橋川地区においては、

３本の支流がありまして、１本目は喜和田川、２

、 、本目は高橋川 ３本目は添木沢の橋がありまして

橋の下の改修が、この言い方は専門的に正しいか

どうか分かりませんけれども、高橋川と喜和田川

は丸いヒューム管のようなものでできています。

先般、来年度青森県が国道279号、大畑地区から

大間町までの橋の調査については、緊急に調査し

てくださるということでしたが、県道薬研佐井線

に対しても、しっかりとした原因の究明をして、

提案をしていただきたいと思いますが、その辺の

ところは何か進んでいますでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） これ青森県議会ではないの

で、県の県道に対する質問をされても、私どもち

ょっと答えられないのですが、どういったご質問

だったか、もう一度お伺いしてよろしいでしょう

か。

〇議長（大瀧次男） 14番。答弁内容との関連性を

明確にして再質問してください。簡潔に。

〇14番（濵田栄子） はい、分かりました。

先ほど壇上で質問しました４番目のこれから考

えられる防災対策、減災対策ということですけれ

ども、やはり今回大きい原因というのが支流の氾

濫であったかなと思います。大畑川本流も、上流

部分で遊水地に氾濫した部分もあるのですけれど

も、市街地に大畑川から氾濫したというわけでは

ないです。

実は、1998年９月、やはり大洪水が発生しまし

て、新町、湯坂下地区が大きな水害に見舞われま

した。そのとき大畑川上流のスリットダム、砂防

ダムで止めた流木はトラック25台、そして沿岸に

流出した流木はおおよそトラック250台という事

例がありました。そのことから、当時の町の提案

によって、大畑川護岸のかさ上げ事業が行われま

した。そのことによって、今回は市街地への大畑

川からの氾濫という形は免れたのではないかなと

思っております。ですから、今回は大畑川からの

市街地への氾濫ではなくて、支流からやっぱり大

きな被害の要因になったと考えております。支流

、 、に架かる橋等について やはりしっかり調査して

県へ提案していただくことができないかというこ

とを今質問しています。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 大畑川の話なのか、県道の

話なのかというのは、ちょっと私には今の質問の

中ではよく分からなかったです。いずれにしても

災害箇所については、これは個別に既に調査が行

われていて、災害復旧の査定も終わっているとこ

ろです。その復旧に向けて、県のほうでは各箇所

とも今後発注が行われるものと認識してございま

す。

〇議長（大瀧次男） 14番。

〇14番（濵田栄子） それでは、その県との協議の

中に、高橋川とか喜和田川の橋についての項目が

入っておりますでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） お答えいたします。

例えば薬研に向かう県道の、その川を横断する

橋、いわゆる河川の占用物の構造、そしてその占

用物が妨げになって氾濫が起こったのではないか
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というご質問だと思うのですが、違いますか。で

あれば、まず橋に関しても、今回高橋川に関して

、 、は 道路の横断しているいわゆる管といいますか

それに関しては、そこに何か支障があったかとい

うと、それは出ておりません。さらにその上部の

ほうで氾濫が起きたのではないかということで、

県のほうで現在災害の関係では復旧のための調査

を行っておりますので、それに従って復旧をする

ということになろうと思います。

喜和田川については、橋のほうには全く影響が

なかったというふうに考えております。

それから添木沢、これについても、一部流木が

橋の上流にかかっておりましたが、実際上、今回

起きた災害については、その下流部の護岸が大き

な災害を受けて、行って見ましたので、そこで大

きな氾濫があったというふうにはなっておりませ

ん。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 14番。

〇14番（濵田栄子） 小赤川も高橋川も規模の大小

はありますが、上流で何らかの原因で河川が分岐

したという現象が起きております。そのことによ

って被害が大きくなっていったということも考え

られるのではないかなと思っておりますけれど

も、その上流部分についての調査等の結果は出て

いますでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） いや、何を根拠に上流で分

岐したとかという話をしているのか、私には分か

らないのですが、これ一般市民の皆さん聞いてい

ますから、あまり根拠のない形で災害の原因をい

たずらに言うのは、私問題があると思います。

繰り返しになりますけれども、災害の箇所につ

いては、県の分野というのは、これはもう私たち

全て一回聞いています。それについて一つ一つ調

査をし、この後復旧活動に当たるというふうなお

話を聞いていますので、もう県の施設については

それ以上の答え、私たちとしてはこれできないの

です。それは、もうむつ市議会ですから、これは

むつ市の一般的な行政について論じる場所である

ということをまずご理解いただきたいと思いま

す。

〇議長（大瀧次男） 14番。

〇14番（濵田栄子）

。私は、それは分かります。ですから、

提案という形でこちらが、やっぱり住んでいるの

は地元の人ですので、提案という形で現場をしっ

かりと検証して、県に申し上げるところは申し上

げると。そして、国に申し上げるところは申し上

げると、そうしていただきたいということで一般

質問していますけれども。

（ ） 。〇議長 大瀧次男 濵田栄子議員に申し上げます

一部不穏当な内容と認められますので、発言に

は十分注意してください。よろしいですか。

〇14番（濵田栄子） はい。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 何でそういう印象操作にな

るのか分からないのですが、私たちが何も県に対

して言っていないはずがないではないですか。発

災当初から現場にも来ない県に対して、私たちは

いち早く現場に駆けつけて、この担当部長たち、

命かけて橋守ったのですよ。そういう私たちのむ

つ市政が、一個一個の箇所に関心がなくて県に何

も言っていないはずがないでしょう。一個一個ち

ゃんと言っているのです。ただ、少なくとも何も

中身について通告もないうちに個別の箇所に県の

施設のことを聞かれたって、それ答えられるわけ

ないではないですか。一個一個の話を聞くという

ことであれば、事前にその情報をいただければ、

それは細かく私たちがどの時点で県に対してどう

いう申入れをしたか、これ言えますよ、確実にや



- 82 -

っていますから。それがないのに、いきなりそう

いう質問されて、私たちが何もしていないかのよ

うに言われたら、これはもう本当に心外です。

８月９日から私たちがこの地域や県道薬研佐井

線も含めて何してきたか、ちゃんとこれ検証して

ください、皆さん。

以上です。

〇議長（大瀧次男） 14番。

〇14番（濵田栄子） 私は、何もしていないという

ことは言いません。ただ、こういうことについて

はどうですかというふうに聞いているのでありま

して、私も高橋川には行ってみました。ただ、高

橋川自体の水流が下がっているにもかかわらず、

水が山側を通って山口養魚場の橋へわたっている

という状況がありましたので、そういうことは…

…

〇議長（大瀧次男） 濵田栄子議員、何回も注意し

ていますが、通告した事項との関連性をしっかり

して、その上で再質問するようにしてください。

よろしいですか。

〇14番（濵田栄子） はい、分かりました。

そういうことをこちらとしては認識していらっ

しゃるのかなということで質問してみました。

そのほかのことであれば、市長も連日小赤川に

詰めていらっしゃるのも、もちろんユーチューブ

等でも私もしっかり確認しております。職員の皆

さんがたくさん、一生懸命昼夜を問わずに頑張っ

てくださったこと、このこともしっかり私も認識

しています。ただ、その上で、やっぱり現場の声

を聞いたときに、届けるべきだなと思って今日質

問いたしました。

（ 議長、暫時休憩お願いします」「

「だめだ、発言中だ 「はい、分」

かりました」の声あり）

〇14番（濵田栄子） ということですので、それで

は最後に１つ言って終わります。

先ほどの のことですけれども、やっぱ

り地域が……

〇議長（大瀧次男） 濵田議員、その は通

告していない、後でそれはお話ししてください。

〇14番（濵田栄子） これは、申合せのときにお話

ししてありますので。

（ ） 。〇議長 大瀧次男 通告と申合せは違うのですよ

〇14番（濵田栄子） 分かりました。では、最後に

一言言って終わります。

先ほど、今日たくさんの「少子化」とか「人口

減少」といった話がありました。やはりこの地域

に誇りを持てば持つほど、その地域の価値は上が

ると、私講演でお聞きしたことがありました。今

この災害の逆転で、何とか地域の価値をもう一回

上げたいなと思いまして、先ほどの

を提案してみました、その流木を活用したという

ことで。やはりこれだけの資源が今地域になくな

っております。これも大きな資源と捉えるか、そ

してただ焼却に持っていくか、今知恵が試されて

いる時期ではないかなと思います。

以上で私の一般質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、濵田栄子議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで暫時休憩いた

します。

午前１１時３２分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎発言の申出

〇議長（大瀧次男） この際、濵田栄子議員より、

先ほどの一般質問について発言の申出があります

、 。 。ので 発言を許可いたします 14番濵田栄子議員
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〇14番（濵田栄子） 議長には、発言の機会をいた

だきまして、ありがとうございます。

本日の私の一般質問において、事前にヒアリン

グしてはいたものの、通告していた以外の件につ

いて発言し、議場を騒然とさせたことについてお

わびさせていただきます。

また、市長におかれましても、私の不適切な発

言がありましたことをおわびいたします。

議長におかれましては、本日の私の一般質問の

不適切な部分につきましては、会議録精査の上、

削除いただきますようお願いいたします。

以上です。

〇議長（大瀧次男） これで、濵田栄子議員の発言

を終わります。

◎発言の取消し

〇議長（大瀧次男） ただいま濵田栄子議員から先

ほどの一般質問での発言の一部に不適切な表現が

、 。あったので 取り消したい旨の申出がありました

お諮りいたします。濵田栄子議員の一般質問に

、 、おける発言中 不適切である箇所につきましては

後日会議録を精査の上、議会運営委員会に諮り、

発言の取消しをすることといたします。これにご

異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（大瀧次男） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように措置いたします。

◎村中浩明議員

〇議長（大瀧次男） 次は、村中浩明議員の登壇を

求めます。10番村中浩明議員。

（10番 村中浩明議員登壇）

〇10番（村中浩明） 皆さん、こんにちは。10番、

未来への轍、村中浩明でございます。むつ市議会

第250回定例会において、通告に従いまして一般

質問させていただきます。市長並びに理事者各位

におかれましては、明快かつ前向きなご答弁をよ

ろしくお願いいたします。

先日、今年話題になった言葉に送られる新語・

。 、流行語大賞が発表されました アメリカ大リーグ

エンゼルスの大谷翔平選手をたたえる「リアル二

」 。刀流／ショータイム が年間大賞に選ばれました

大谷選手は、アメリカンリーグ最優秀選手ＭＶＰ

に選出されるなど、既に多くの賞に輝いており、

新たなタイトル獲得となりました。敵地において

も、大谷選手の登場にスタンディングオベーショ

ン、全ての観客が立ち上がって拍手をしながら迎

えるなど、相手球団のファンからも 「こんな選、

手は見たことがない 「打つし、投げるし、盗」、

塁するし、ファンタスティックだ」と絶賛するほ

どです。日本人はもちろんのこと、世界の人々が

熱狂しました。想像をはるかに超える今シーズン

で二刀流の成功、そして全ての人から好かれる人

柄、魅力。全世界がパンデミックが続く中、大谷

選手は多くの人に笑顔と喜び、そして勇気、感動

をもたらし、希望の光となりました。これからの

さらなる大谷選手の活躍に目が離せません。そし

て、これからの未来の子供たちが、将来第２、第

３の大谷選手を目指し、大きな夢と希望を持って

いろんなことに挑戦してくれることを願ってやみ

ません。野球が分からなくても、興味がない人で

も、大谷選手のすばらしいプレーや魅力のある人

柄に引かれるのは、私だけではないと思います。

そこで、質問事項の１項目め、下北ジオパーク

についてであります。さて、皆さんご存じのよう

に、下北半島はユニークな形をしていて、まさか

りの形に例えられています。私の故郷である鹿児

島の地形にも、ひっくり返せば下北の地形に似て

いて、なぜか下北に愛着が湧いて、ますます大好

きになる理由の一つでもあります。
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、 、 、下北ジオパークは 北は津軽海峡 南は陸奥湾

東は太平洋という異なる３つの海に囲まれた自然

。 「 」 、豊かな大地が舞台です 地域や大地の ジオ と

公園「パーク」とを組み合わせた言葉で、大地の

公園という意味です。ジオパークは、科学的に見

て貴重な、あるいは美しい地形、地質遺産、地層

であったり岩石、断層、そして火山など、これを

有する地域において、大地の上に広がる動植物の

多様性や人々の暮らし、また育まれてきた歴史や

文化のつながりを学び、楽しむ場所であります。

今年の10月現在、日本ジオパークは全国で44地

域あり、うち９地域がユネスコの世界ジオパーク

であります。今年の２月に下北半島の下北ジオパ

ークが日本ジオパーク委員会の審査の結果、引き

続き日本ジオパークにふさわしいと再認定されま

した。誠におめでとうございます。

４年前の日本ジオパーク認定後も、下北ジオパ

ークに親しむ活動に官民挙げて取り組み、中でも

子供たちの活動は非常に活発であったと、委員か

らも高く評価されたと伺っております。市民の方

々もジオパークについて再認識する機会が増えつ

つあるかと思います。

私も、むつ下北の自然はとても趣があると感じ

て、ジオパークについての出前講座やフォーラム

などに参加させていただき、ジオガイドの説明を

聞きながら、改めてジオサイトを見学しますと、

新しい発見がたくさんあり、面白さも感じ、歴史

の学びにもなり、また行きたいという気持ちにな

ります。

むつ下北の児童・生徒におかれましても、下北

、 、ジオパークに対する取組が生かされており 体験

観察発表など意識が高まっていると感じていま

す。

学校給食にも地元の食材を使い、興味を持てる

取組で、活性化も望まれ、希望が見いだせるかと

考えます。

また、ジオサイトのごみ拾いなど、環境整備に

力を入れて取り組んでくださる下北ジオパークサ

ポーターの会の皆さん、ボランティア活動の苦労

と努力により、地元の方も観光に来た方も、気持

ちよく見学できることに感謝を感じるものであり

ます。

そこで、質問事項の１項め、下北ジオパークに

ついてであります。次の２点についてお伺いいた

します。

１点目、下北ジオパークビジターセンターの利

用状況についてでありますが、昨年10月完成し、

オープンした下北ジオパークビジターセンターの

利用状況について。

２点目、下北ジオパークに訪れる人の受入体制

について。

以上、２点についてお伺いいたします。

次に、２項目め、むつ運動公園についてであり

ます。むつ運動公園は、陸上競技、野球場、テニ

スコート、サッカー等で利用できる多目的広場な

ど、屋外スポーツの多くの競技で利用できるスポ

ーツ施設です。昨年からの新型コロナウイルス感

染症の影響で利用者は減少しているものの、コロ

ナ禍前の令和元年度では、年間約５万8,000人と

利用者も多く、各種大会も数多く開催されるなど

多くの市民に親しまれ、利用されている施設であ

ります。

そこで、むつ運動公園について３点ほどご質問

いたします。

１点目の駐車場についてでありますが、私は常

日頃からむつ運動公園での大会やイベント開催時

に利用する際に、駐車場が足りないのではと感じ

ています。今年の10月11日にラインメール青森の

サッカーの公式戦があり、私も観戦に行きました

が、駐車場が満杯で止める場所に苦慮している市

民の皆さんを目にしましたし、駐車する場所がな

く、市役所の駐車場に駐車し、歩いて来ている方
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もいらっしゃいました。

主催者の発表では、その日の観客数は512名で

あると伺いました。サッカーの公式戦ということ

もあり、通常より多くの方が来場したのかもしれ

、 、ませんが 例えば野球と陸上競技の大会が重なり

多くの方が訪れることもあろうかと思いますが、

むつ運動公園の駐車場の整備について市の考えを

お伺いいたします。

２点目は、テニスコートについてであります。

むつ運動公園のテニスコートは８面あり、毎日の

ように利用されており、大会も多く開催されてい

ると認識しております。しかしながら、コートの

老朽化が進み、芝が剥げているところが多く危険

で、競技にも支障があるのではないかと危惧して

いるところです。市内にもほかに大会が開催でき

る規模のテニスコートはなく、どこも老朽化で、

コート面に問題があると認識しています。市内最

大で唯一大会開催が可能なむつ運動公園テニスコ

ートについて、改修する計画はあるかお伺いいた

します。

３点目であります。冬期間の利活用について。

、 、むつ運動公園は 屋外運動施設ということもあり

冬期間は積雪のため利用できない状況になってい

ます。積雪により冬期間閉鎖ということは理解で

きますが、私はこの広いスペースを利用し、冬期

間に、例えば雪を踏み固めて模様を描くスノーア

ートを市民参加型で作成し、その後展示するなど

といったことで、冬期間利活用できないものかと

考えております。また、青森市ではイルミネーシ

ョンイベント、今年で12回目 「あおもり灯りと、

紙のページェント」を市内の子供たちが作っただ

るま型のオブジェ300個が並び、これはネブタの

技法が取り入れられていて、針金に貼られた和紙

に子供たちの絵が描かれていて、和紙を通して、

夜になると柔らかい明かりが伝統的な雰囲気を演

出しています。また、独自にかまくらを利用して

も楽しいかもしれません。

先日むつ市で行われたスカイランタンや突然の

花火、またプロジェクションマッピングもとても

きれいで、多くの市民の皆様が、このコロナ禍の

中でありながら、とても癒やされてよかったとの

声を多く聞きました。関係者の皆様、ありがとう

ございました。

そこで、むつ運動公園の冬期間の利活用につい

て、どのように考えているかお伺いいたします。

次に３項目め、いじめ、不登校についてであり

ます。先日愛知県弥富市で、男子中学生が校内で

同級生を包丁で刺殺するというとてもショッキン

グな事件が起こりました。同年代のお子さんを持

たれている保護者の方や生徒や先生方、また多く

の地域の方は特に胸が痛み、考えさせられた内容

であったかと思います。

事件が起きた原因の一つとしては、相手から嫌

がらせを受けて我慢していたとの理由でありまし

た。10月に弥富市の教育委員会のほうで、いじめ

についてアンケート調査を学校で行ったところ、

２人についての記載はなかったと。しかし、２月

に学校で行われたアンケートには、生徒の悩みを

受けて、別々のクラスに分けての対応をしていた

そうです。残念ながら、その子も嫌がらせを受け

た感じで不満が続き、事件に至ってしまったそう

です。実際に被害者の生徒が本当に嫌がらせをし

ていたのかどうかは分かりかねますが、原因の一

つであったことにおいては、目を背けることはで

、 。きず 重視しなければならないと感じております

誰にも言えない環境であったのか、加害者の祖

父の方も言っていたように、子供が発していたＳ

ＯＳにどうして気づいてあげられなかったのか、

後から悔やんでも遅いと、相談できる環境があっ

たら、防ぐこともできたかもしれません。

また、今年に入り旭川市では、いじめの問題で

公園での女子生徒の凍死、山形県では校舎の屋上
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からいじめを苦に女子生徒が飛び降り自殺を図る

など、やはり突き詰めますといじめが原因であっ

たかと問題視されております。本当にどのケース

も胸痛む内容ですが、なかなか子供たちの心の悩

み奥深くまで引き出すのは難しいことなのでしょ

うか。

文部科学省が公表した問題行動・不登校調査

で、全国の小・中・高校などが2020年度認知した

いじめの件数は51万7,163件で、前年より15.6％

減少し、減少は７年ぶりとのことでした。一方、

不登校が理由で小・中学校を30日以上休んだ児童

・生徒は19万6,127人で、前年度から8.2％増え、

過去最大となっています。

文部科学省は、新型コロナウイルス感染症拡大

による一斉休校で授業日数が減り、部活動が制限

されるなど、児童・生徒間のコミュニケーション

が減少した一方、生活リズムの乱れなどが影響し

たと見ています。いじめ認知件数は、小学校が約

42万件、中学校約８万件、高校は１万件、態様で

は、冷やかし、からかい、悪口が最多で、パソコ

ンや携帯電話での誹謗中傷されるは、過去最多の

計１万8,000件となったそうです。

青森県教育委員会の県内のいじめ認知件数は、

昨年度 小・中・高校 特別養護学校 計4,910件、 、 、

で、前年から1,410件減少しています。減少した

、 、背景として やはり新型コロナウイルスの影響で

学校行事や部活動などが制限され、子供たちが対

面でやり取りをする機会が減少したことが考えら

れると、見解しているそうです。

むつ市では、今のところ大きな事件の報道はあ

りませんが、何が起こるか分からない昨今でもあ

りますし、また実際に何らかの理由で学校へ通う

ことのできない児童・生徒がいるかと思います。

そこで、質問事項の３項め、いじめ、不登校に

ついてであります。

１点目、いじめ、不登校の状況について、令和

元年度と令和２年度のいじめ、不登校の件数をお

伺いします。

２点目、むつ市いじめ防止宣言フォーラムにつ

いてでありますが、今までむつ市いじめ防止宣言

フォーラムがどのような内容で行われたのかをお

伺いいたします。

３点目、今後の取組についてでありますが、い

じめ、不登校に対して、今後どのように取り組ん

でいくのかをお伺いいたします。

以上、３項目８点、壇上からの質問とさせてい

ただきます。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 村中議員のご質問にお答え

いたします。

まず、下北ジオパークについてのご質問につき

ましては、担当部長からの答弁とさせていただき

ます。

、 、次に むつ運動公園についてのご質問の１点目

駐車場についてお答えいたします。むつ運動公園

は、東北大会等の開催まで可能な第２種公認の陸

上競技場のほか、野球場、テニスコート、スポー

ツ広場等を有するむつ下北地域の中心となる運動

施設であります。各競技場付近には、区画線のあ

る駐車場として144台、区画線のないスペースと

しておよそ250台、合わせて400台分ほどの駐車が

可能となっております。

野球やテニス、陸上競技、サッカーなど大きな

大会が開催される際には、むつ運動公園の駐車場

不足を補うため、市役所駐車場を大型バスなどの

臨時駐車場として確保するなど、主催団体におい

て対策を講じていただいております。

次に、ご質問の２点目、テニスコートについて

でありますが、道路に面した側の４面は平成25年

に、奥側の４面は平成11年にコート面を改修して

。 、おります 今後利用団体のご意見等を伺いながら



- 87 -

その在り方について検討してまいりますので、ご

理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、冬期間の利活用につい

てでありますが、先行事例を参考としつつ、施設

を管理している指定管理者や関係団体と協議し、

ご意見を伺いながら調査研究してまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

〇議長（大瀧次男） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 村中議員のご質問にお答え

いたします。

まず、いじめと不登校についてのご質問の１点

目、いじめ、不登校の状況につきましては、教育

部長からの答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の２点目、むつ市いじめ防止宣言

フォーラムについてお答えいたします。本フォー

ラムは、いじめ根絶に向けた児童・生徒会活動に

対する理解を深めるとともに、児童・生徒をいじ

めから守り、市民の皆様総がかりでいじめ防止に

取り組むという意識の啓発を図ることを目的とし

て平成26年度から開催しており、今年度で７回目

の実施となりました。

フォーラムの内容は、小中学校の日常のいじめ

防止の取組発表と、児童・生徒の話合いによる行

動宣言の採択等となっております。

次に、ご質問の３点目、今後の取組についてお

答えいたします。教育委員会では、毎年11月をい

じめ防止啓発月間と位置づけ、いじめ防止宣言フ

ォーラムの開催以外にもいじめ防止に関する情報

や学校での取組等を記載したリーフレットを作成

し、小・中学校を通じて各家庭や関係諸機関に配

布することで、家庭や地域でいじめについて話し

合うきっかけづくりとしております。

また、各学校の生徒指導担当者が参加する会議

においては、いじめや不登校を含めた生徒指導上

の諸問題に関して共通理解を図るとともに、むつ

警察署をはじめとする関係諸機関からの情報提供

を基に、学校における取組の充実に努めていただ

いております。

さらに、いじめ問題対策委員会を開催し、教育

委員会のむつ市いじめ防止基本方針に基づく対策

について、教育、心理、福祉等の専門的な知識を

有する委員の皆様から実施状況を定期的に点検及

び評価していただいております。これをもって不

断の見直しを行っておる次第です。

今後もこれらの取組を継続してまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） 下北ジオパークにつ

いてのご質問の１点目、下北ジオパークビジター

センターの利用状況についてお答えいたします。

下北ジオパークビジターセンターは、昨年10月

に完成し、今年10月末時点で来訪者は延べ１万

7,992人、また土日、祝日には下北ジオパークガ

イドが常駐し、来訪者の案内を行い、利用者は延

べ1,347人となり、下北ジオパークの普及啓発の

ほか、地域学習の場としても多くの方々に利用を

されております。

次に、ご質問の２点目、下北ジオパークに訪れ

る人の受入体制についてお答えいたします。大地

の成り立ちや、そこに住む人とのつながり、そし

て文化との関わりをジオストーリーとしてまと

め、その内容を知っていただくため、ビジターセ

ンターでは下北ジオパークガイドによるパネル説

明等の実施のほか、解説看板の設置、ガイドブッ

クの発行などを行っており、今後とも来訪者のニ

ーズに応えられるよう、受入れ環境の充実に努め

てまいります。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） 村中議員のご質問にお答

えいたします。

いじめと不登校についてのご質問の１点目、い
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じめ、不登校の状況についてでありますが、昨年

度、病気や経済的理由を除き、年間30日以上欠席

した市内の児童・生徒数は75名で、令和元年度の

63名と比較し、12名増加しております。また、い

じめの認知件数は、昨年度29件となっており、令

、 。和元年度の56件と比較し 27件減少しております

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） 丁寧な答弁、ありがとうござ

。 、 。いました では 順次再質問させていただきます

下北ジオパークビジターセンターが整備されて

１年たちましたが、これまで延べ約１万8,000人

近い利用者が来られていると。これだけ多くの方

々が利用されているとのことであり、下北ジオパ

ークを応援する一人としてうれしく思います。引

き続き下北ジオパークの玄関口として、下北内外

より多くの方々に来訪していただきたいと思いま

す。

そこで１点目、下北ジオパークビジターセンタ

ーの利用状況についての再質問をさせていただき

ます。この下北ジオパークビジターセンターの利

用者をさらに増やし、興味を持っていただくため

にどのような取組を行っているのかお伺いいたし

ます。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

利用者を増やす取組といたしましては、東北地

区の道の駅に置かれる情報誌に下北ジオパークビ

ジターセンターの情報を掲載しておりますほか、

今年度からは小学生を対象に「こども研究室」と

題しまして、流れる水の働きを再現できる実験装

置エムリバーを用いた体験メニューなどを行って

おり、今後も多くの方々に利用していただけるよ

う創意工夫を凝らし、様々な取組を進めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） 答弁ありがとうございます。

小学生を対象に「こどもの研究室」やエムリバ

ーなどを用いた体験メニュー、創意工夫を凝らし

ながら様々な取組を進めていると伺いました。下

北ジオパークビジターセンターでイベントを開催

する際には、ぜひ参加させていただきたいと思い

ます。

続きまして、２点目の下北ジオパークに訪れる

人の受入体制についての再質問をさせていただき

ます。先ほど受入体制の具体例として、パネル、

ガイドの活用や看板の設置、ガイドブックの発行

を行っていると答弁をいただきました。実際に私

もガイドブックを購入し、読ませていただきまし

たが、改めて下北ジオパークの魅力を認識できる

すばらしいものでありました。この魅力ある下北

ジオパークは、日本ジオパークにとどまらず、ユ

ネスコ世界ジオパークに向けて活動を展開してい

ると認識しておりますが、幾つかの課題があると

も伺っております。その一つに国際対応の推進が

ありましたので、外国の方々にも下北ジオパーク

のよさを受け入れていただき、興味、関心を持っ

てもらうような活動を期待することから、再質問

させていただきます。

下北ジオパークでは、外国人の受入れ強化のた

めにどのような取組を行っているのかお伺いいた

します。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

外国人の受入れの強化につきましては、ユネス

コ世界ジオパークに向けての課題の一つと捉えて

おります。今後取組の強化が必要であり、ジオサ

イトに来訪する外国人の方々にもジオパークのス

トーリーを知っていただけるよう解説看板へ英語

の併記を行い、順次設置していくこととしており

ます。
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また、現在英語版のガイドブックを作成中であ

り、着実に取組を進めてまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございました。下

北は、異なる表情を持つ３つの海に囲まれ、そこ

から取れるおいしい食べ物や優れた景観、そして

独特の文化を持つ全国でもほかとない地域である

と思います。今後新型コロナウイルス感染症が落

ち着いてくると、下北ジオパークビジターセンタ

ーやジオサイトへ訪れる方が多くなると思われま

すので、下北の魅力を来訪される方々にぜひ知っ

ていただけるよう、引き続きジオパーク活動を推

進していってほしいと思います。

一度訪れたジオサイトでも、改めてジオサイト

について勉強して、そこでまた見学をしますと、

さらに新しい発見がたくさんあります。地域住民

を挙げて下北の魅力の再発見に取り組みながら、

また下北ジオパークの活動を一市民として応援さ

せていただくことをお約束し、下北ジオパークに

ついての質問はこれで終わります。

次に、むつ運動公園についての再質問をさせて

いただきます。１点目の再質問として、むつ運動

公園正面入り口に広く空いたスペースがあります

が、混雑時はここに駐車している方が多く見られ

ます。ここを正式に駐車場として利用するという

考えはどうお持ちか、市の見解をお伺いいたしま

す。

〇議長（大瀧次男） 民生部長。

〇民生部長（杉澤一徳） お答えいたします。

当該スペースは、公園内の通路という位置づけ

でございますが、指定管理者や利用する団体等の

ご意見をお伺いしながら、有効活用に向け検討し

てまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございます。空い

たスペース、区画線がないのですけれども、見て

いると、むつ市民の方はすごく礼儀正しく、恐ら

く最初に止めた方に沿ってきれいに並ぶと思うの

ですが、拝見しますと、順序よくきれいに整理さ

れて止めていること、本当に市民の皆様の協力を

感じております。むつ運動公園の駐車場の解決に

向けて、ぜひ前向きな検討をお願いいたします。

そこで、２点目のテニスコートについての再質

問をさせていただきます。テニスコートそばにあ

る手洗い、水洗い場が水が出ない状況であります

が、できることであれば、改修時に合わせて改修

していただきたいと考えますが、市ではどのよう

に考えているかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

そもそもむつ運動公園の手洗い場が１つ壊れて

いるということについて、一般質問の中で大々的

にやり取りしてやるような話ではないと私は思っ

ていて、壊れているということがあれば、お伝え

、 、 。してもらえば 私たちしっかり直します それは

これは、当たり前のことですから、直します。

それを超えてむつ運動公園のテニスコートのお

話をさせていただければ、これが利用している方

々にとって危険な状態ですとか、競技に及ばない

ような状況になっているですとか、そういうよう

なことがあれば、利用団体のほうから、まずはし

っかりと私どものほうにその状況をお知らせして

いただいて、必要があれば改修するということで

すので、一つ一つの手洗い場のことについて、こ

こでは申し上げづらいのですが、通常の維持管理

の範囲内でしっかり直していくことだと、このよ

うに考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） 市長、丁寧な答弁ありがとう
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ございます。今後気をつけるようにいたします。

むつ運動公園は、陸上競技場、野球場、テニス

、 、コート サッカー等で利用できる多目的広場など

多くの競技で利用できるむつ市最大の屋外スポー

ツ施設で、年間６万人近い多くの市民が利用して

います。また、スポーツ利用以外でのランニング

、 、 、や散歩 また犬を連れての散歩 春は桜に囲まれ

秋はイチョウや公園から釜臥山が見え、花も楽し

めるすばらしい公園であります。駐車場などの改

修に向け、利便性向上のため前向きにご検討をお

願いしつつ、むつ運動公園についての質問はこれ

で終わります。

いじめ、不登校についての再質問をさせていた

。 、 、だきます ここ数年のいじめ また不登校の状況

そして取組についてお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） お答えいたします。

いじめの認知件数は 平成28年度20件 平成29年、 、

度18件、平成30年度41件となっております。各学

校では、いじめの未然防止に向けて開発的生徒指

導の充実に努めるとともに、定期的なアンケート

調査や教育相談を実施するとともに、日常の子供

たちの訴えやサインを敏感に受け止め、深刻な状

況になる前に対処しています。

また、不登校児童・生徒数は、平成28年度が

50名、平成29年度が71名、平成30年度が72名とな

っております。これまでも各学校では、新たな不

登校を生まない魅力ある学校づくりを推し進める

とともに、楽しく分かる授業の構築等に努めてお

ります。

また、欠席が続く児童・生徒には、定期的に家

庭訪問や電話連絡等を行い、学校と児童・生徒、

家庭とのつながりを保つための取組を進めてござ

いますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございます。いじ

め、不登校は学校の問題だけではなく、家庭環境

の要因もあると思います。各関係機関と連携して

対処していっていただきたいと思いますし、アン

ケート内容や日頃の表情、会話から心の声を見逃

さず、迅速な対応が進められることを願っており

ます。

そこで、２点目のいじめ防止宣言フォーラムに

ついての再質問をさせていただきます。今年度で

市内小・中ブロック、７ブロックを終了したとの

ことですが、その後のいじめ防止宣言フォーラム

は今後も継続していく予定があるのかお伺いいた

します。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

本フォーラムは、令和４年度脇野沢中学校ブロ

ック、同５年度田名部中学校ブロックで開催予定

となっております。これによって市内９ブロック

全てで行われることとなります。

本フォーラムの狙いは、いじめ防止について、

一人一人が深く考える機会とすることで、いじめ

を未然に防ぐことにあります。全てのブロックで

開催された後につきましても、いじめ防止に係る

啓発的な活動を継続したいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございました。私

も今回大湊小・中ブロックのいじめ防止宣言フォ

ーラムに参加させていただきました。いじめ防止

宣言フォーラムでは、日々の様々な場面を振り返

りながら、子供たちが自ら気づき、意見を話し合

う姿をたくさん見ることができ、開催の意味を感

じました。フォーラムでのいじめに対する児童・

生徒の意欲的に取り組んでいる姿に私たち大人も

希望を感じております。

そこで、３点目の今後の取組についての再質問

をさせていただきます。いじめ防止宣言フォーラ
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ム以外での学校での取組はあるのかお伺いいたし

ます。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 各学校では、児童・生徒自

らがいじめ問題について学び、主体的に考え、い

じめの防止を訴えていけるように、学校いじめ防

止プログラムに基づいて取組を行っております。

一例として、いじめ防止の標語づくりや児童・

生徒が出演してのいじめ防止ＣＭづくりを行い、

。 、文化祭等で発表している学校等もあります また

情報モラル教室を開催して、ＳＮＳによるいじめ

防止に取り組んでいる学校もあります。

そして、川内小・中学校においては、昨年度い

じめ防止ミニフォーラムを企画し、平成30年度開

催のいじめ防止宣言フォーラムで採択したいじめ

根絶行動宣言に対するこれまでの取組を総括し、

新たないじめ防止の取組を児童・生徒の話合いを

基に決定していく、そのような活動もございまし

た。

教育委員会といたしましては、今後も児童・生

徒が充実した学校生活を行うことができるよう

に、実効性のある取組を各学校にお願いしてまい

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 10番。

〇10番（村中浩明） ありがとうございました。様

々な取組をされていることを聞きました。特に川

内小・中ブロックでは、独自のミニフォーラムを

開催されているとのことです。とてもよい取組を

されていると思いますので、ほかの小・中学校で

もぜひ取り入れて、この運動を風化させないため

にも継続していってほしいと思います。

今回むつ市でのいじめや不登校に対しての取組

や状況を伺いながら、いじめや不登校に関し、学

校、家庭、行政、地域との連携が大変重要である

ことをとても感じています。学校で先生がいじめ

問題の解決に積極的になるためには、様々な雑務

を減らし、心の余裕を持てるようにする必要もあ

るのかと思いますし、担任教員が一人で抱え込ま

ないように、全校挙げての協力体制を整えること

も不可欠かと思います。

学校行政で子供たちの心の奥深くまで探って問

題を解決していくことは、なかなか容易なことで

はないと考えれば、やはりもっと家庭を重要視し

て見直ししていくことが必要であると思います。

コロナ禍で家にいる時間も増えて、新しい生活様

式となり、家族のコミュニケーションが増え、充

足感が高まったという方もいますが、その反面、

家族がお互いに怒りをぶつけたり、臭いものには

蓋的に関わりをやめたりすると、本当の気持ちを

表現できなくなります。そうなると、弱い立場の

者に問題が表れやすくなります。

虐待や不登校、摂食障害は家族の問題を解決し

ないと回復しないと言われています。現在私の妻

も教諭として子供たちの教育に携わっております

が、親が、どのように育てていけばよいのか分か

らないと相談してくるケースが多く、子供ももち

、 、 、ろん 子供より また親を教育していかなければ

親子ともに精神的にも乗り越えることができなく

なると、ほかの先生方とも毎日のように話し合っ

て悩んでおりました。

もともとは家庭の中でコミュニケーションを学

び、家族を大切に思う心を通して友達を思う心が

養われるようになっていたと考えますが、核家族

、 、が当たり前になり 子供をサポートしてくれたり

相談する環境も少なくなり、親自体が目の前の問

題に対応できなくなっていることも事実です。親

が親としてどのように子供に向き合っていけばよ

いのか、子供は親の鏡という言葉もあるように、

親が学べば子供も学ぶようになっていくのかと思

います。

親が思いやりを持てば子供も思いやりを持つ生

活ができるかと、いじめや不登校がなくなり、笑
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顔が多いむつ市となるよう、学校や行政、関係機

関と連携して、親が学べる環境も増えていくこと

を願って一般質問を終わらせていただきます。

〇議長（大瀧次男） これで、村中浩明議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後１時55分まで暫時休憩いたします

午後 １時４６分 休憩

午後 １時５５分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐藤 武議員

〇議長（大瀧次男） 次は、佐藤武議員の登壇を求

めます。１番佐藤武議員。

（１番 佐藤 武議員登壇）

〇１番（佐藤 武） 皆さん、こんにちは。日本共

産党の佐藤武です。むつ市議会第250回定例会の

一般質問を行います。

去る11月25日に半島振興対策促進大会が開かれ

。 、ました 半島振興法に基づく振興対策実施地域は

全国に23地域あり、下北半島もその一つですが、

今回全国の大会でたった一人の事例発表者が宮下

市長でびっくりしたと、高橋ちづ子衆議院議員か

ら伺いました。市長には、機会あるごとに下北半

島を全国に発信していただきたいと期待しており

ます。別の機会に事例発表の内容も伺いたいとこ

ろですが、ここではちょっと遠慮しておきます。

さて、本題として、今日は２項目４点について

質問いたします。

日本の人口については、2008年をピークに人口

減少が始まったと言われています。しかし、急に

人口減少が始まったわけではなく、1975年には合

計特殊出生率が1.91と２を下回り、人口減少への

兆候があったわけですが、いわゆる平均寿命がど

んどん延びていったことで、全体として人口は増

え続け、当時はこれ以上人口が増えたらどうした

。 、らよいかという議論が盛んでした 今振り返れば

少子高齢化の入り口だったということです。

日本の経済社会構造上、大都市圏への人口集中

が進み、地方の人口減少は深刻な状況にあると考

えています。むつ市も例外ではなく、1985年に７

万1,857人をピークに人口が減少しており、人口

の社会減に加えて、2002年以降、死亡数が出生数

を上回り、人口の自然減が重なることによって、

2045年には３万7,851人まで大幅な人口減少が見

込まれ、2060年には２万7,398人と予測されてい

ます。

人口減少の原因はたくさんあり、複雑な要因が

。 、作用し合っています 主なものを挙げるとすれば

第１に、女性の社会進出が広がり、働いて収入を

得る女性が増えた一方で、仕事と家事や子育ての

両立が難しく、結婚しない、子供を持たないとい

う選択をする人が増えたこと、また他の先進国と

比べ長時間労働であり、男女で家事や子育てを分

担することが難しいこと、第２に、教育や子育て

にお金がかかり過ぎること、その上、女性は非正

規労働者が増えていること、第３に、生涯未婚率

が大きく増加していること、第４に、大都市に人

口が集中していることなどが挙げられます。

人口減少は、複雑な要因が関連し合っているこ

とから、どこまで減少するのか、どこでとどまる

、 、のか予想もつきませんが このまま減少が続くと

約100年後には日本の人口が現在の３分の１にな

るという予測もあります。恐らく人口減少は、あ

る程度までは止めることができないでしょう。今

から計画的に取り組んでも、２世代くらい後の時

代に結果が現れてくるものと考えています。

さて、当面の問題として、人口減少と少子化は

地域にとっては存立の危機をも含む深刻な問題で

あることには変わりありません。市としても様々
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な計画や戦略、ビジョンを持っていることは承知

していますが、２点お伺いします。

人口減少を今すぐ解決できる特効薬は、恐らく

ありません。人口減少の要因が複雑であり、多岐

にわたるものであることから、対策も複雑多岐に

わたるものと思いますが、１点目として、人口減

少についてどのような対策を取っているのかお伺

いします。

２点目として、女性の社会進出が進む一方で、

ジェンダー平等の遅れ、子育てや教育にお金がか

かることや、未婚率の上昇などによって少子化傾

向が続いていますが、市として少子化の対策にど

のように取り組んでいるかお伺いします。

次に、文化の香りがするまちづくりについてお

伺いします。むつ市は、地域の方々と協力し合い

ながら、無形文化財の保護、発展に力を入れてい

ることは大いに評価していいことだと考えていま

す。それがまた、むつ市の魅力にもなっていると

思っています。一方、有形文化財の保護と有効利

用という点では、多くの課題を残しているのでは

ないかと思います。

田名部館遺跡の発掘現場を見学させてもらいま

したが、縄文時代から現代までの遺物が地下にタ

イムカプセルのように埋もれていました。私の経

験では、こうした長い期間同じ場所で人々が生活

してきた遺跡というのは珍しいのではないかと思

います。また、むつ市には縄文時代の遺跡が非常

に多いと感じています。

むつ市総合経営計画では 「文化財を保存・活、

用し地域活性化へつなげるためには、歴史・文化

の記録と調査研究により市民の理解と関心を深

め、住民一体となった活動を展開していくことが

求められています その核となる施設として 歴。 、「

史民俗資料館」の設置を検討し、併せて資料等の

、 。 、収集 整備保存をしていく必要があります また

文化振興のため、優れた文化や芸術を鑑賞できる

機会を提供するとともに、市民の文化活動を支援

することが求められている」と述べています。そ

こで、２点お伺いします。

１点目、歴史的有形文化財の保護について、ど

のように取り組んでいるのかお伺いいたします。

むつ市には、絵画、工芸、彫塑その他芸術分野で

活躍した方や現在活躍されている方が多くいらっ

しゃいます。

２つ目として、郷土作家の常設展示について、

市のお考えをお伺いしたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 佐藤武議員のご質問にお答

えいたします。

まず、人口減少と少子化についてのご質問の１

、 。点目 人口減少の対策についてお答えいたします

市では、令和２年３月にむつ市人口ビジョンを改

定するとともに、第２期むつ市まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定し、人口減少に歯止めをか

け、将来にわたって活力ある地域社会の維持、発

展につながる取組を展開することとしております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、少子化対策についてお

答えいたします。令和２年３月に策定いたしまし

た第２期子ども・子育て支援事業計画では、子供

の健やかな成長を支える子供の人権の尊重と、安

全安心を守る安心して子供を産み育てる環境をつ

くる、仕事と生活の調和の実現を促すの４つの観

、 、点から施策を展開しており 今後におきましても

多様化する生活スタイルに対応した妊娠、出産、

子育てに対する経済的、心理的負担の軽減につな

がる支援、拡充に努め 「かがやく未来 子ども、

はぐくむ 希望のまち」を目指して取り組んでま

いりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 教育長。
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（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 佐藤武議員のご質問にお答

えいたします。

まず、文化の香りがするまちづくりについての

ご質問の１点目、歴史的有形文化財の保護につい

てでありますが、現在むつ市では国指定重要文化

財施設の改修工事や出土品の修繕、補修を行って

おります。このほか埋蔵文化財発掘調査における

出土品や民俗資料等、約１万3,000点以上が文化

財収蔵庫に保管されている状況です。

埋蔵文化財については、年間平均２件ほど行っ

ている試掘調査により、今後も考古資料が増える

ものと考えておりますので、これらの整理を優先

して行うとともに、遺跡の保護、史跡整備等を目

的とした学術調査も検討してまいりたいと考えて

おります。

次に、ご質問の２点目、郷土作家の常設展示に

ついてでありますが、常設展示をするに当たって

は、学芸員、または専門職員の配置、展示品の防

犯、火災警備等の課題を解決していくことが必要

となっております。このため文化財収蔵庫の収蔵

品を見ていただく機会として、出前講座や北の防

人大湊弐番館で企画展を行っております。

今後は、広く市民の皆様にむつ市の文化財を知

っていただけるよう常設展示場の在り方、文化財

の公開の在り方等についても研究してまいります

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 第１項目については、人口減

少と少子化について、関連が深いので、一括して

再質問していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

むつ市に住み続けようと思うには、魅力のある

まちづくりが大切であり、その取組は様々行われ

ていますが、まずは仕事がないと生活できないわ

けですから、一次産業を基幹産業に位置づけ、保

護、育成を図らなければいけないと思いますが、

どういう認識を持って、どのような対策を取って

いるのかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

基幹産業であります一次産業につきましては、

農林水産物の価格の向上による生産者の経営の安

定や新たな担い手が就業しやすい魅力的な農林水

産業を目指すため、むつ市総合経営計画の農林水

、 、 、産業の振興に基づきまして 販路拡大 ＰＲ戦略

そしてブランド化の施策に取り組んでおります。

具体的に申し上げますと、むつ市産にんにくブ

ランド力アップ事業、むつ市産地パワーアップ事

業、アニマルキャプチャー事業、むつ市果樹産地

育成ブランド確立事業、市有牛の貸付事業、むつ

市の漁業共済掛金補助事業、各種種苗放流支援事

業、ナマコ資源増殖推進事業、アワビ稚貝放流事

業、大畑町沿岸漁業振興事業、草地畜産基盤整備

事業など様々な施策を実施することで魅力ある農

林水産業の創出を図り、活性化と安定化を促進し

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 非常に多岐にわたる施策を実

施されていることに敬意を表したいと思います。

やはり一次産業というのは、大変基盤が弱い産業

であると私は思っているので、むつ市でもぜひこ

の一次産業を育成するところに力を入れていただ

きたいというふうに思っています。

次に、一次産業では先ほども触れられましたけ

れども、後継者不足が深刻ですが、やはり当事者

任せということではなく、後継者不足の対策を具

体的に取ることが必要であると思っています。そ

こで、後継者不足の対策を具体的にどのように取

っているのか、また新規就農者の募集等の計画を

持っているのかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。
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〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

新規就農者の担い手対策といたしましては、む

つ市総合経営計画に基づきまして、農業次世代人

材投資事業などを実施しております。就農前の研

修期間、そして就農直後の経営が不安定な時期に

経済的な支援を実施しております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 今ご答弁いただいた経済的な

支援の部分、もう少し詳しく教えていただければ

助かるのですが。今分かりましたら、お願いしま

す。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 就農前と就農直後という

ことで、５年間にわたりまして金銭で支援してお

ります。

以上です。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 少ししつこくてすみません。

金額も、できれば教えていただきたいのですが。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 支援金額につきましては

150万円、これ単独でやられる場合は150万円、夫

婦でやられる場合は225万円というふうな金額に

なってございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） どうもありがとうございまし

た。額の多い少ないというのはあると思うのです

けれども、やはり支援金があるということは大変

助かると思いますので、ぜひこれからも続けてい

くことを願っています。

それでは、次の質問に移ります。今一次産業の

ことについて質問していますので、農業を衰退さ

せないためにも、また景観を保つためにも、不耕

作地を有効利用することが大切だと思いますが、

どのようにお考えでしょうか、お伺いしたいと思

います。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

不耕作地の有効利用ということでございます。

こちらにつきましては、平成26年に制度化された

農地中間管理事業という事業を活用しまして、新

規就農者ですとか、規模拡大を希望する農業者の

方に、今耕作していない農地について貸付けした

いという土地所有者とのマッチングをいたしまし

、 。 、て 有効利用を進めております 実績としまして

令和２年度は借受け人数が７名で、借受けした面

積が31.3ヘクタールというふうになってございま

す。

以上です。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 私が想像していた以上に広げ

ているという印象を受けました。30ヘクタール以

上あるということは、かなり広い面積になります

ので、やはり市内を見てみますと、言い方はあま

、 、りよくないのですけれども 放置されている農地

大変多く見受けられますので、ぜひこれからも新

規就農する方も、あるいは規模を拡大される方に

も支援をしていただきたいというふうに思ってい

ます。

次に、むつ市のもう一つの大きな産業というの

は、中小企業だと思っています。むつ市は、中小

企業が多いと思っていますので、誘致企業という

のももちろん大事ですが、それだけに頼らず、地

元の中小企業の育成支援をどうするのかが、地域

の雇用を確保する上でも、地域を発展させる上で

も大切だと思いますが、どのように考えているの

か、またどのような育成、支援対策を取っている

のかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

中小企業の育成支援対策ということでございま
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す。むつ市は、むつ下北地域の特性を生かしまし

て、地域に密着した企業の技術力の向上、それか

ら資格取得による人材の定着を促進するため、下

北・むつ市企業連携協議会というものをつくって

、 、おりまして むつ市が事務局を務めておりますが

そこで第２種放射線取扱主任者試験受験対策講習

会を開催しております。これまでに79名の方が合

格しております。

また、人材確保の支援という部分でございます

が、こちらにつきましては、高校生を対象にしま

した市内の企業への認識を深めてもらうというこ

、 。とで優良企業等見学会 これを実施しております

また、ＵＩＪターン希望者等に向けた地元企業の

情報や、働きながらむつ市で暮らす魅力を伝える

企業の人材確保プロモーション事業というものも

やっております。また、市内企業を対象にしまし

たＵＩＪターン人材や外国人の人材を確保するた

めに必要な知識を習得させるということでセミナ

ーも開催しております。

また、新商品の開発支援事業ですとか販路開拓

支援事業など、様々支援制度を実施しております

ので、ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 今お伺いした多様な対策、大

変ご苦労されていることだと思います。特にむつ

市に残ってもらえることを考えると、高校生、あ

るいは若い世代に、優良企業の見学とかという例

がありましたけれども、こういう取組をぜひ強化

していただきたいというふうに思います。

直近５年間で創業している人の推移がどうなっ

ているか、これは市ではなかなかつかみにくいと

ころだと思いますが、分かっている範囲で結構で

すので、お伺いしたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えします。

市では、創業についても支援しておりまして、

市は今把握している創業者の推移でございます

が、平成28年度が９件ございました。平成29年度

は14件、平成30年度は８件、令和元年度は11件、

令和２年度は８件、５年合わせますと50件という

ふうな数字になってございます。

以上です。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） これも結構私が予想したより

も多くて、驚いています。ぜひ創業したいという

意欲がある方に支援を厚くしていただければなと

いうふうに思います。

次に、むつ市に住み続ける上で若い世代の子育

、 、て環境の充実も大切だと思いますが 子育て支援

環境の充実をどのように図っていこうとしている

のかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

子育て支援環境の充実をどう図っていくかとい

うことでございますけれども、子供を安心して産

み育てられる環境づくりを目指して、令和２年４

月、子育てに対する不安や悩み事を相談できる総

合窓口としてＳｍｉｌｅ Ｋｉｄｓ Ｏｆｆｉｃ

ｅにっこりっこを開設いたしました。にっこりっ

こでは、妊娠前の悩みから妊娠、出産、子育てま

で切れ目のない支援を行っており、市民の皆様の

認知度も徐々に上がってきております。様々な母

子保健事業や保育サービス、また医療費や手当の

給付など、事業内容も拡充しておりますので、ホ

ームページや子育て応援メール配信のほか、ＳＮ

Ｓなど多様化する情報媒体を活用しながら、それ

ぞれが必要とされる情報をタイムリーに提供でき

るよう、今後もＰＲに努めながら体制強化を図っ

てまいりたいと考えております。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） この子育て支援、環境の充実
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という事業、にっこりっこの事業ですけれども、

大変広範囲にわたっていて、ご苦労されているの

ではないかなというふうに思っています。やはり

総合窓口もできたということでありますので、ぜ

ひこれを多くの方にご利用いただけるように、Ｐ

Ｒをさらにしていただければなと思います。それ

で助かる子育て中の方、子供たちがいっぱいいる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、子供と子育て世代の健康づくりの推進に

どのように取り組んでいるのか、また今後どのよ

うなことを重点的に取り組んでいくおつもりなの

でしょうか。子供の医療費負担軽減はお考えでし

ょうか、お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

まず、子供と子育て世代の健康づくりの推進に

、 、ついてですけれども 子供の健康づくりとしては

乳幼児健康診査において、成長、発達の確認と疾

病の早期発見に努めるほか、各種健康教育相談事

業を通し、生活リズムや食育、虫歯予防などによ

る健康づくりを実施しております。

また、乳幼児健康診査や子供の健康教室等を保

護者の健康づくり支援の機会と捉え必要な支援を

行うほか、働き盛り世代の方には事業所での健康

教室や各種検診の勧奨を行うなど、多方面からの

サポートを実施しております。

今後は、子供の成長、発達支援として、３歳児

健診における屈折検査機器の導入等を含めた健診

内容の充実、養育環境にサポートが必要な方の支

援の充実を中心に取組を推進してまいりたいと存

じます。

子供の医療費負担軽減につきましては、青森県

乳幼児はつらつ育成事業費補助金を活用し、これ

まで段階的に制度の拡充を図ってまいりました。

市といたしましては、今後さらなる負担の軽減に

向けた財源の確保に努めてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 丁寧なご答弁をいただいて、

ありがとうございます。乳幼児の健診のときに、

やはり親も一緒に健康教育について考えていくと

いう視点は、大変大事だと思っています。やはり

子育てというのは様々な負担がありますし、それ

を軽減するためにも、ぜひこれは広げていってい

ただきたいなと思います。３歳児健診でも、また

健診の内容が充実されるということですから、こ

れも大切なことでありますし、医療費の負担軽減

についても今後検討していくということですの

で、ぜひお願いします。

もう一つ、以前私が質問しましたが、５歳児健

診というのが子供たちの発達を詳悉する上で大変

重要だというふうに思っていますので、そこにつ

いてもぜひ検討できる機会がありましたら、よろ

しくお願いいたします。

次に、人口減少の対策として、ＵターンやＩタ

ーンを希望する人を積極的に受け入れることも重

要だと思います。受入れプランは持っていらっし

ゃるのか、また移住している人数を把握されてい

るのか。受け入れる場合は、仕事はもちろん、住

む場所の確保も必要だと思います。空き家対策の

現状はどうなっているのか。空き家を住宅として

安く提供し、活用することは空き家対策としても

有効であり、自然豊かなむつ市に市外から人を呼

び込む一つの手だてとなると思いますが、どうお

考えですか、お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

移住支援制度についてでございますけれども、

コロナ禍による影響やデジタル技術の進展により

まして、地方での暮らしが注目される中、移住の
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きっかけづくりとしての移住支援制度は必要な取

組であると考えております。また、空き家を活用

する手法につきましては、移住支援制度の一つで

あると考えておりまして、市で実施しているむつ

市空き家等利活用推進事業費補助金を紹介して実

施しております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） ぜひ空き家の対策と、Ｕター

ン、Ｉターンを希望する方、うまくマッチングで

きるような、そういう企画をつくっていただけれ

ば大変いいのではないかというふうに思います。

私の住んでいる椛山では、今年に入って空き家

２軒に人が入って利用されています。むつ市以外

から来たわけではありませんけれども、少し改修

すれば住める空き家もあることと思いますので、

どう利用するか、今後も総合的に考えていただき

たいと考えています。

、 、むつ市は 全国に比べて出生率が高いのですが

それはむつ市にとって有利な条件だというふうに

思っています。なぜ高いのか、分析する必要もあ

ると思っています。コロナ後もテレワークは進む

でしょう。実際にテレワークしている人を私の周

りで２人知っております。都会で地方暮らしをし

たいと思っている人が増えていることも生かし、

現在住んでいる方にも、Ｕターン、Ｉターンをす

る方にも魅力あるまちづくりをすることが大切だ

と思っております。

次に、行政だけではなかなか人口減少を緩和さ

せることもできませんし、官民が連携して人口減

少に取り組み、世代的にもこれからのむつ市を背

負っていく若い世代、現役世代の意見も取り入れ

られる機会を多くつくってはどうかと思います。

市役所も分散して、各部署が日々多くの仕事を

担当されていますので、人口減少、少子化対策を

総合的、恒常的に検討していくという視点から、

戦略、戦術を立てていく機関が必要だというふう

に考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

まず、若い世代や現役世代の意見の取り入れと

いうことについてお答えいたします。現在むつ市

総合経営計画基本計画の策定作業を進めておりま

して、市民の皆様のご意見を反映させることを目

的に、11月27日に市民会議を開催しております。

この際にも、市内、県内の多くの大学生、高校生

に参加していただきました。まちづくりには、次

世代を担う若者の視点が不可欠でありますことか

ら、大学、高校、各種団体との連携をより一層深

めてまいりたいと考えております。

次に、市役所における人口減少、少子化対策を

総合的、恒常的に検討する機関についてお答えい

たします。現状企画調整課におきまして、人口ビ

ジョンの改定や総合戦略の策定、進捗の確認等、

総合的な業務を担い、人口減少と少子化対策の取

組を推進しております。今後人口減少をはじめと

した地域を取り巻く課題の変容等を見極め、専門

的な部署等の設置の必要性について調査研究して

まいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 企画調整課が事務局として機

能しているというふうなお話でした。創生本部も

設置されていることは知っているので、これが年

どれぐらい開催されるのか、されているのか。そ

、 、の検討内容 むつ市まち・ひと・しごと創生本部

４つの分野に分けていると思うのですが、この創

生本部の会議というのはどれぐらいの頻度で開か

れているのか分かりますか。

〇議長（大瀧次男） 企画調整課総括主幹。

〇企画政策部企画調整課総括主幹（角本昌史） 佐

藤武議員のご質問にお答えいたします。



- 99 -

通常創生本部というものは、開催はしておりま

せん。ふだん行っている業務としますと、総合戦

略の事業についてのＰＤＣＡサイクルを回すため

の有識者会議ですとか、あとは計画策定に伴って

庁舎内の職員による会議等を開催しているところ

でございます。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） 今のお話ですと、適宜庁舎内

の横のつながりをつくるために会議を開いている

というふうに理解しました。日常の行政サービス

で皆さんお忙しいと思うので、ある程度人口減と

少子化について共有するというのですか、そこに

向かっていくという機会をぜひつくっていただき

たいと。

あと、先ほど高校生も参加しているという話が

ありましたが、ぜひ若い人が多く参加できるよう

な機会をつくっていただきたいと思います。

それでは、２項目めに移ります。文化の香りが

するまちづくりについて再質問いたします。①の

ところですが、重要文化財に指定されているもの

には、いっぱいあると思いますから、大まかにで

結構ですので、どういうものがあるかお伺いいた

します。

〇議長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（角本 力） お答えいたします。

現在むつ市において指定されております重要文

化財は、有形のものとしては旧大湊水源地水道施

設、木造阿弥陀如来坐像、青森県二枚橋２遺跡出

土品1,308点となっております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） ありがとうございます。むつ

市には、大変貴重な文化財があるということだと

思います。展示するには様々な問題をクリアしな

ければならないと思いますが、ただしまっておく

のはもったいないと。移動できないものももちろ

んありますけれども、文化財は市民みんなのもの

です。公開展示できるものは、ぜひ市民や観光客

に見ていただいて、郷土に対する愛着や誇りにつ

ながり、観光資源としても有効だと思いますが、

その点考えて、公開を実現できるようにしていた

だければというふうに思います。

２点目ですけれども、市役所開放エリアや二枚

橋小学校が閉校になりますので、そうした既存の

施設を改修し、なるべくお金をかけないようにし

て有形文化財と郷土作家の常設展示できる場所を

つくっていただきたいと思いますが、どのように

お考えでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） 有形文化財と郷土作家の常

設展示についてのご質問にお答えいたします。

市の歴史や文化に触れ、郷土の発展のために尽

くした先人の功績を学び、長きにわたり受け継が

れてきた貴重な文化財や歴史的資料を後世に引き

継ぐためにも、常設展示のできる施設の必要性は

十分認識しているところであります。

むつ市総合経営計画におきましても、文化財を

保存・活用し地域活性化へつなげる核となる施設

として「歴史民俗資料館」の設置を検討すること

としていることから、教育委員会といたしまして

、 、も 引き続き関係部局と協議してまいりますので

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） １番。

〇１番（佐藤 武） ありがとうございます。ぜひ

むつ市総合経営計画にもあるように、歴史民俗資

料館を造り、できれば郷土作家の常設展示も含め

て展示できる場所を検討していただきたいという

ことをお願いして一般質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、佐藤武議員の質問を

終わります。
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◎散会の宣告

〇議長（大瀧次男） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明12月４日及び５日は休日のため休会と

し、12月６日は工藤祥子議員、杉浦弘樹議員、佐

賀英生議員、浅利竹二郎議員の一般質問を行いま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時３８分 散会
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